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２ ｌ 景観計画のねらい 
 

2.1   景観計画の目標 

本計画の目標と方向性を定め、計画の策定・的確な運用により、これを実現するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【方向性２】 

板橋宿や街道沿いの史跡、崖線及び周辺の寺社群などの歴史・文化的な景観

資源を保全するとともに、これらの景観資源と調和した周辺景観を創出する 

・ 松月院、赤塚諏訪神社など、板橋十景に選定されている歴史・文化的な景観資源

等の保全 

・ 歴史・文化的な景観資源の面影を生かした街並みの形成 

・ 景観資源の歴史性を加味した周辺景観の創出 

【方向性３】 

多様な用途が調和し、緑あふれる、暮らしやすく誇りを感じる街並みを保全・

創出する 

・ 常盤台や高島平などの計画的に整備された良好な街並みの保全 

・ 住宅と工場・倉庫が共生した魅力ある街並みの創出 

・ 歩いて楽しいにぎわいのある東京で一番の街並みの形成 

・ 武蔵野の名残りを留める農地や屋敷林を生かした緑あふれる街並みの形成 

・ 周辺環境に配慮した工業地景観の形成 

・ まちの骨格を成し、環境に配慮した幹線道路景観の形成 

【方向性４】 

区と区民・事業者による協働した景観づくりを通じ、区民や事業者による主

体的な景観づくりへの取り組みを実現する 

・ 地域のシンボルとして親しまれてきた歴史的建造物や樹林の保全 

・ 道や川の美化活動など、区民が主体となった街並みづくりの推進 

【方向性１】 

武蔵野台地の崖線や石神井川などの河川といった板橋らしさの表れた自然を

大切にし、水と緑のうるおいのある景観を保全する 

・ 崖線及びその周辺の緑と眺望の保全 

・ 石神井川等の水と緑を生かした景観の保全 

【景観計画の目標】 
r ヽ

“ひと、もの、まち”が
ノゞ ランスよく調和した景観づくり

ヽ~ ノ

, ........................................................................................................................................................................................... . 

..........................................................................................................................................................................................、
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図 2－1 板橋区の景観構造 
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2.2  景観計画の区域 

（景観法第 8 条第 2 項第 1 号関係） 

 

景観計画区域は、板橋区全域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－2 景観計画区域 
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2.3  景観計画区域の区分 

（1）一般地域と景観形成重点地区 

本計画では、景観計画区域を、「一般地域」と「景観形成重点地区」の 2つの区域に区分します。 

一般区域は、板橋区全域のうち景観形成重点地区を除く地域を指し、景観計画区域全域（板橋区

全域）を対象とする景観形成の基本方針（第 3 章参照）に基づき、区全体の景観のボトムアップを図る

ことを目的とし、特に周辺の景観に影響を及ぼしやすい一定規模以上の建築物や工作物等を対象に

した景観形成基準（第 4章参照）に基づく規制・誘導を実施します。 

また、景観計画区域の中でも、特に良好な景観の形成を図る必要があると認める区域については、

「景観形成重点地区」に指定します。 

景観形成重点地区では、地区特性を生かした良好な景観の形成を図るため、景観計画区域全域

を対象とする景観形成の基本方針（第 3 章参照）に加え、地区独自の景観形成の方針（第 5章参照）

を定めています。これらの方針を踏まえ、景観形成重点地区にふさわしい届出対象行為を定め、地区

独自の景観形成基準（第 5章参照）に基づく規制・誘導を実施します。 

 

表 2－1 景観計画区域区分のねらい 

 対象地域 区域区分のねらい 

一般地域 
板橋区全域の内、景観形成重点

地区を除く区域 

街並みへの最低限の配慮事項をルー

ル化し、板橋区全域の景観のボトム

アップ化を目指す 

景観形成重点地区 

特に地区特性を生かした良好

な景観の形成を図る必要があ

ると認める区域 

地区独自の景観に関するルールを定

め、地区ごとの特性を生かした、良

好な景観の形成を図る 

 

表 2－2 景観計画区域区分別の方針と景観形成基準の対応 
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（2）景観形成重点地区の指定と予定地区 

1)景観形成重点地区の指定の枠組み 

景観形成重点地区の指定の枠組みとして、①地域住民の主体的な発意に基づく住民主導型、②

行政が取り組みを誘導する行政提案型の 2つの地区指定の枠組みを設定します。 

住民主導型の景観形成重点地区は、地域住民の主体的な発意に基づき地区指定を進めるものと

し、行政は景観計画の提案制度等の取り組みの枠組みを整えつつ、景観形成の取り組みに対する機

運を高めるため、地域住民の意識啓発や活動支援等を行っていきます。 

一方、行政提案型の景観形成重点地区は、板橋区の中でも景観行政を推進する上で特に重要な

位置付けにある地区について、先導的に景観形成を推進する地区として指定するものであり、公共施

設と周辺の建築物等が一体となって、板橋区の顔や骨格となる景観を形成する地区を中心として指

定を進めます。 

なお、それぞれの地域特性を加味した良好な景観形成を図ろうとする場合、地域における十分な合

意形成を図った上で、地域特性を生かしたきめ細かな景観誘導の基準等を作成し、これをもとに地区

の景観形成基準を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－3 新たな景観形成重点地区の指定の流れ 
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2)景観形成重点地区の指定基準 

景観形成重点地区の指定基準を以下の通りに設定します。 

景観形成重点地区の指定は、下記基準のいずれかを満たす地区であれば、事業の進捗や地区の

熟成度により、柔軟にできるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－4 景観形成重点地区の指定基準 

 

住民主導型 

行政提案型 

・ 景観形成に対する地元住民の理解や盛り上がりのある地区、あるいは

それらが期待できる地区 

・ 地区計画、建築協定等の住民参加によるまちづくりの取り組みが進め

られている地区 

・ 住民等による提案を受け、景観計画の策定又は変更を行う地区 

・ 現在、特に良好な自然景観や歴史・文化的景観を有しているが、周辺

の開発等により、このままでは景観の保全が難しく、緊急に対応しな

ければならない地区 

・ 大規模開発プロジェクトや土地区画整理事業、市街地再開発事業、道

路・河川・公園整備等の事業が計画されており、公的な景観形成事業

の推進、民間事業の誘導が可能な地区 

・ 景観形成のモデルとして、区内で先導的役割を発揮し得る地区 

・ 区や地域の顔としてのアピール性を有し、他地域への一定の効果が期

待される地区 
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3)景観形成重点地区の指定 

板橋区の良好な景観形成を推進する上で重要な位置付けにある地区として、先行的なモデル地区

として、既に指定済の「板橋崖線軸地区」、「石神井川軸地区」また、景観形成重点地区候補地区（表

２－３参照）として、「加賀一・二丁目地区」（住民主導型）、「常盤台一丁目・二丁目地区」（住民主導

型）の４地区に加え、新たに「板橋宿不動通り地区」（住民主導型）を景観形成重点地区に指定しまし

た。 

以下５地区に関する景観形成の方針、及び行為の制限に関する事項は、第 5章に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【板橋崖線軸地区】 

・ 区の象徴的かつ次世代に引き継いでいくべき景観資源であり、周辺には板橋十景に選定される神

社・仏閣等が点在する崖線を含む地区 

【石神井川軸地区】 

・ 歴史的な由来を持つ“板橋”や“加賀”を結ぶ景観資源であり、沿川の桜並木は板橋十景に選定

されるなど区内を代表する桜の名所となっている石神井川を含む地区 

【加賀一・二丁目地区】 

・ 加賀は、中山道板橋宿に隣接し、江戸時代には加賀藩前田家の下屋敷の広大な敷地が広がってお

り、明治以後、陸軍の火薬製造所が建設された。石神井川沿いの桜並木や緑と調和しつつ、比較

的規模の大きい敷地に医療、文教、研究施設や住宅が立地する職住が近接した地区 

【常盤台一丁目・二丁目地区】 

・ 昭和初期に民営鉄道会社により開発された常盤台一丁目・二丁目地区は、欧米の住宅地計画を取

り入れた公共施設を中心としてゆったりとした敷地に整然と閑静な住宅が建ち並ぶ、うるおいの

ある緑豊かな、区内でも有数の良好な街並み景観が存在する地区 

また、東京都の「しゃれた街並みづくり推進条例」に基づき、知事承認された「ときわ台景観 

ガイドライン」が運用されている地区 

【板橋宿不動通り地区】 

・ 江戸時代、板橋宿は、江戸と京都を内陸経由で結ぶ街道「中山道」六十九次のうち、江戸から数

えて第一の宿駅とされ、大都市江戸の出入り口として交通・流通などの面で重要な役割を担って

いた。旧中山道板橋宿の歴史・文化的資源があり、縁日を始めとする公共空間と一体となった人

が集いにぎわいのある商店街が連なる地区 

図 2－5 一般地域と景観形成重点地区 
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4)景観形成重点地区候補地区 

今後、景観形成重点地区として取り組んでいく候補として、景観形成重点地区の指定基準から現時

点では以下の４地区が挙げられており、順次地域のまちづくりの機運などを踏まえて、追加指定に向

けた取り組みを行っています。 

なお、下記に示す候補地区以外の箇所においても、住民等による提案や周辺開発等の状況に合

わせ、必要に応じ景観形成重点地区に指定し、本計画の 5章に追加して記載していくものとします。 

 

 

表 2－3 景観形成重点地区（候補地区） 

景観形成重点地区 

候補地区 

道路、河川、公園

などの板橋区の軸

となる都市施設を

含んでいる地域 

今後、板橋区

の顔となりう

る地域 

地域のまちづ

くり機運の高

い地域 

備考 その他 

加賀一・二丁目 

地区 
〇（石神井川）  〇 

加賀まちづく

り協議会の 

活動 

平成 26 年 1 月

景観形成重点

地区指定 

常盤台一・二丁目

地区 
 ○（常盤台） ○ 

ときわ台しゃ

れ街協議会の

活動 

平成 26 年 8 月

景観形成重点

地区指定 

板橋宿不動通り 

地区 
○（旧中山道） ○（板橋宿）  

板橋宿不動通

り道路改善 

事業 

令和４年４月

景観形成重点

地区指定 

赤塚公園及び 

赤塚公園周辺地区 
○（赤塚公園） ○（崖線）  

赤塚地区のま

ちづくり 
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2.4  景観形成の基本方針に基づく景観形成の考え方 

板橋区では、景観形成の基本方針（第３章参照）に基づく、良好な景観の形成を図るため、景観法

を活用した建築物の建築等の規制誘導をはじめ、緑化や電線の地中化、公共施設整備など、景観に

関わる以下に示す取り組みを総合的に進めていきます。 

 

(1)区全域を対象にした建築物の建築等の規制・誘導 

第３章に定める「景観形成の基本方針」に基づく、区全域を対象とした良好な景観の形成を図るた

め、景観法第 8条第 2項第 2号に基づく行為（届出対象行為、景観形成基準）の制限を定め、建築物

の建築等の規制・誘導を実施します（第 4章参照）。なお、2-11頁に示すように法に基づく効果的な届

出制度の運用を図るため、事前協議制度や完了届出制度など独自の制度を定めます。 

 

(2)地区特性を生かした地区独自の建築物の建築等の規制・誘導 

景観計画区域の中でも、特に良好な景観の形成を図る必要があると認める区域については、「景観

形成重点地区」に指定します。 

景観形成重点地区では、地区特性を生かした良好な景観の形成を図るため、一般地域の景観形

成の基本方針及び行為の制限より詳細な、地区独自の景観形成の方針及び行為の制限（届出対象

行為、景観形成基準）を定め、建築物の建築等の規制・誘導を実施します。（第 5章参照） 

 

(3)屋外広告物の表示等の制限 

景観形成の基本方針に示した屋外広告物に関する景観形成の実現を図るため、屋外広告物の事

前相談制度を独自に設けるとともに、景観法第 8 条第 2 項第 4 号イに基づく屋外広告物の表示及び

掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項を定め、景観に配慮した屋外広告物の規制

誘導を図ります。（第 6章参照） 

 

(4)景観資源の保全と活用 

景観形成の基本方針に示す地域の歴史や文化を象徴し、地域を印象づける資源等を積極的に保

全し、これらを核とした景観形成に取り組むため、まちの魅力を高める核となる河川、公園、道路など

の公共施設や、地域の個性を特徴づける建造物や樹木などを、景観重要公共施設・景観重要建造

物・景観重要樹木に指定し、その保全と活用に取り組みます。（第 7章参照） 

 

 

 

 

 

 

 

(5)景観形成の総合的な推進 

景観形成の取り組みを推進し、その実効性を高めるため、関連する計画や施策との連携、区および

区民や事業者などとの適切な役割分担のあり方、計画策定後の具体的な景観形成の取組み方策を

【景観計画に位置づける景観資源】 

○まちの魅力を高める核となる公共施設 

 ：景観重要公共施設（道路、河川、公園など） 

○景観形成上、重要な建造物 ：景観重要建造物 

○景観形成上、重要な樹木 ：景観重要樹木 
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定めます。（第 8章参照） 

2.5  建築物の建築等の規制・誘導の考え方 

 

（1）景観形成方針の遵守 

景観計画区域（板橋区全域）において建築物の建築等、工作物の建設又は開発行為を行う場合に

は、第３章に定める景観計画区域全域を対象とする「景観形成の基本方針」及び第５章に定める景観

形成重点地区における「景観形成の方針」を遵守するよう努めるものとします。 

また、景観計画区域内の各地域においては、板橋区都市景観マスタープランに示される地域別の

景観形成方針に配慮し、地域の特性に合わせた景観形成を図るものとします。 

さらに、良好な景観形成を図るため、景観法に基づく届出制度を活用し、良好な街並みを規制誘導

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 0－6 景観形成方針及び届出制度に基づく誘導 

 

 

届出対象行為・景観形成基準 

（一般地域：第４章 景観形成重点地区：第５章） 

地域の景観への影響が大きいもの 

一般地域：大規模建築物等 

景観形成重点地区：地区特性により異なる規模 

届
出
制
度 

景観法に基づく規制誘導 

 

区全域における景観形成の基本方針等による景観形成 

景観計画区域全域における「景観形成の基本方針」（第３章）及
び景観形成重点地区における「景観形成の方針」（第５章） 

※届出の必要の有無にかかわらず、この方針に基づく取り組みに努めるものとします。 

地域別の景観形成方針（板橋区都市景観マスタープラン） 

区内全ての建築物・工作物・開発行為 

景観計画区域全域における「景観形成の基本方針」（第３章）及
び景観形成重点地区における「景観形成の方針」（第５章） 

•• ． ． ． •••• ． ．． 

［
 

J
 

．・
● 

． ． ． ． ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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（2）景観法に基づく届出制度による景観形成 

景観法に基づく届出制度とは、建築物の建築等に対する届出・勧告を基本とする規制誘導を行う

制度です。 

届出制度の活用に当たっては、景観法第 8 条第 2 項第 2 号に規定する良好な景観の形成のため

の行為の制限に関する事項として、規制誘導を行うための基準（景観形成基準）と届出の対象とする

行為・規模を定めます。 

 

1)一般地域 

一般地域においては、区全域を対象とした景観形成の基本方針に基づく良好な景観の形成を図る

ため、建築物や工作物等に対し、配置、高さ・規模、形態・意匠・色彩、公開空地・外構・緑化等に関

する配慮すべき事項等として、景観形成基準を設定します。 

また、一般地域における届出の対象とする行為・規模については、景観への影響を考慮し、中規模

程度以上のものを対象とし、きめ細かな景観形成を進めます。（第４章参照） 

 

2)景観形成重点地区 

景観形成重点地区においては、地区の特性を生かした景観を保全・形成するために、地区独自の

景観形成の方針、景観形成基準及び届出対象行為・規模を定めます。（第５章参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－7 景観形成基準による配慮箇所イメージ （建築物の場合） 

 

（3）公共建築物及び施設の景観形成 

板橋区内の公共建築物については、景観法の規定において届出対象外となりますが、その新築、

増築、改築などの場合には、景観形成基準に適合するよう配慮するものとします。また、公共建築物

の新築、増築、改築などの場合には、実施主体から区長に対し事業計画を通知するものとし、これを

受け本計画への適合に向けた措置の要請、協議を行うものとします。 

なお、公共施設の中でも、区の景観形成を進める上で重要な要素となる公共施設については、景

観重要公共施設として位置づけ、区の景観形成を先導的に進める公共施設として、公共施設管理者

との協議を進め、景観特性に配慮した整備を行うこととします。（第７章参照） 

立面図（表通りから） 

形態・意匠・色彩 高さ・規模 

公開空地・外構・緑化 表通り 

駐車場 

表通り 

配置 

駐車場などの付属物 配置図 

建築物 

I 

ニ・
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(4)板橋区景観条例に基づく事前協議 

板橋区景観条例に基づき、景観法に基づく届出の前に、事前協議を行います。この事前協議にあ

たって、区は景観アドバイザーの助言により指導を行います。 

この事前協議制度は、区の景観形成の方針、景観形成基準の内容について、建築物等の計画の

早期段階から理解していただき、計画に反映していただくことで、景観法に基づく届出をスムーズに実

施可能とする、事業者と区の相互にとってメリットのある制度です。 

この事前協議は、原則として届出対象となるすべての行為を対象とするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事前協議と法に基づく届出の手続きの流れ】 

景観審議会※4 

なお、常盤台一丁目（一部区域を除く）・二丁目では、良好な街並み景観を維持、保全等する目的

から、ＮＰＯ法人ときわ台しゃれ街協議会が東京都の「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づ

き、知事承認された「ときわ台景観ガイドライン」を運用しています。（平成２０年～） 

本制度に基づき、建築行為等を行おうとする事業者は本協議会と事前協議が必要となります。 

・内容に関する協議、助言・指導 

不適合 適合 

行為の届出 

景観形成基準との適合の確認 

勧告・変更命令 

 

確認申請・許可等 

行為の着手 

完了届の届出 

適合すべき景観形成基準 

一般地域 ：4章 

景観形成重点地区 ：5章 

氏名の公表 

事前相談・準備 

・景観計画、届出の手引き等、届出に必要となる書類の入手 

・計画地周辺のまちなみ調査及び景観に対する配慮の検討 

事前協議 景観アドバイザー※3 

※都市開発諸制度を適用

する建築計画等につい

ては、東京都景観条例第

20条に基づく東京都と

の事前協議も必要です。 行為着手も

しくは建築

確認申請日

等の30日前

まで※2 

行為の届出

の60日もし

くは30日前

までで、か

つ設計変更

可能な時期
※1 

板橋区景観条例によるも

の 
景観法によるもの 

罰則 

凡例 

景観審議会※4 

...~ ----------------~ 

’’  ’’  ’’  ’’  ’’  ’’  L----------------＇ 

｛
 

_
-

l亡JI
9 ー—--------------------------------~

．．
． 

.-
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※１ “景観事前協議書の申出の日にち － 行為の届出の 60 日もしくは 30 日前まで”とは 

景観事前協議書の申出は、下記の日にちまでに行うものとします。 

届出対象行為 景観事前協議書の申出日 

建築物 

高さ 20m以上、 

又は延床面積 2,000㎡以上、 

又は a敷地面積 1,000㎡以上 

行為の届出の 60日前までで、かつ設計変更可能

な時期 

建築物 上記以外 
行為の届出の 30日前までで、かつ設計変更可能

な時期 工作物、又は開発行為、又は土地の造成、又

は木竹の伐採、又は物件の堆積 

   a：但し、同一事業者等が隣接地もしくは連坦する計画地において、同時期に計画や建築行為等 

を行う敷地面積の合計面積が 1000 ㎡以上を対象とする。 

 

※２ “行為の届出の日にち － 行為着手または建築確認申請等の 30 日前まで”とは 

行為の届出は、下記の日にちまでに行うものとします。 

届出対象行為 届出日 

建築物 

工作物 

建築基準法による建築確認申請日（国、地方公共団体等

は計画通知日）、又は建築基準法に係る許可申請日、又

は建築基準法に係る認定申請日、又は行為（工事）着手

日のうち、いずれか早い日 

左記の 30日前まで 
開発行為 

都市計画法に係る開発行為の許可申請日（国、地方公共

団体等は協議申出日） 

土地の造成 行為（工事）着手日 

木竹の伐採 行為（工事）着手日 

物件の堆積 行為（工事）着手日 

 

※３ “景観アドバイザー”とは 

建築物等の景観上配慮すべき事項について、専門的見地に基づいた助言を伺うために、区長が

委嘱する、都市景観に関する専門知識・経験を有する専門家のことです。 

板橋区では、届出内容が景観形成基準に適合したものとなるよう、景観アドバイザーの助言を

参考に、事前協議を通じた指導を行います。 

 

 

※４ “景観審議会”とは 

景観形成に関する重要な事項について、専門的な観点から審議する役割を担う機関のことです。 

板橋区の届出制度において、区長が、行為の届出が景観計画に定められた行為の制限に関する

基準に適合しないとき、当該届出を行った者に対し、必要な措置を講ずるよう指導、勧告及び変

更命令を行う際、景観審議会の意見を聴くこととします。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４章 

一般地域における良好な 

景観の形成のための行為 

の制限に関する事項 
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４ ｌ 一般地域における良好な景観の形成の 

ための行為の制限に関する事項 
（景観法第 8 条第 2 項第 2 号関係） 

 

4.1 届出対象行為と届出規模（景観法第 8条第 2項第 2 号） 

景観計画区域内で次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、景観法及び板橋区景観条例に

基づき、区長に対して届出を行うものとします。 

景観形成の基本方針（※）に基づく、良好な景観の形成を図るため、一般地域における届出対象

行為の種類、規模は、以下に示す通りとします。 

※景観形成の基本方針については、３章表 3-1参照のこと 

表 4－1 一般地域における届出対象行為と届出規模 

種別 届出対象行為 届出規模 

建築物 

建築物の新築、増築、改築若しくは

移転、外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替、色彩の変更

又は景観計画の基準に適合してい

ない物件の同色の塗替 

高さが 20ｍ以上、延床面積が 2,000㎡以上又は a敷地面

積が 1,000㎡以上    a:4-2ページ参照 

ただし、以下に該当するものを除く 

１）工事に必要な仮設の建築物の新築、増築、改築、移

転又は外観の模様替若しくは色彩の変更 

工作物 

工作物の新設、増築、改築若しくは

移転、外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替、色彩の変更

又は景観計画の基準に適合してい

ない物件の同色の塗替 

煙突、鉄柱、装飾塔、記

念塔又は物見塔その他こ

れらに類するもの※ 

高さ 20ｍ以上 

（建築物又は工作物と一体

となって設置される場合

は、当該工作物の高さが 4ｍ

を超え、かつその合計の高

さが 20ｍを超えるもの） 

昇降機、ウォーターシュ

ート又はコースターその

他これらに類するもの

（回転運動をする遊戯施

設を含む） 
高さ 20ｍ以上 

又は 

築造面積 2,000㎡以上 
製造施設、貯蔵施設、遊

戯施設又は自動車車庫

（建築物である物を除

く）その他これらに類す

るもの 

開発 

行為 

都市計画法第 4条第 12項に規定す

る開発行為 

（主として建築物の建築又は特定

工作物の建設の用に供する目的で

行う土地の区画形質の変更） 

開発区域面積 500㎡以上 

土地の 

造成 
墓地造成等 規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

※ 架空電線路用並びに電気事業法第 2 条第 1 項第１７号に規定する電気事業者の保安通信設備用のもの（擁壁を含

む。）並びに電気通信事業法第 2 条第１項第５号に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。 
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4.2 景観形成基準（景観法第 8条第 2 項第 2号） 

4.2.1 建築物の建築等 

(1)  届出対象行為 

 

 

 

 

※ 

 

(2)  景観形成基準 

 

区 分 景観形成基準 

配 置 ○公共空間への配慮 

・ 道路などの公共空間と連続したオープンスペースの確保など、公共空間との

関係に配慮した配置とする。 

・ 公園・緑地、農地周辺では、公園・緑地、農地内外からの眺望や敷地内・敷地

周辺の緑の連続性が保全されるようセットバックなどの建築物の配置や緑の

配置に配慮する。 

・ 河川、公園などの公共空間に隣接する建築物は、公共空間側へオープンスペ

ースを設けるなど、公共空間と一体となった街並みの形成を意識した配置と

する。 

・ 景観重要公共施設に位置づけられている坂道、もしくは区民に親しまれてい

る坂道周辺では、坂道からの眺めに配慮して、建築物の配置を工夫する。 
 

○歴史・文化的資源、自然等への配慮 

・ 敷地内や周辺に歴史的な遺構や残すべき自然などがある場合は、これを生か

した建築物の配置とする。 
 

○壁面の位置の配慮 

・ 壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など、周辺の街並みに配慮した

配置とする。 

・ 工場や倉庫の接道部は、道路境界線から壁面をできる限り後退させ、通りへ

の圧迫感を軽減するように努める。 
 

○にぎわいづくりへの貢献 

・ 商店街、商業施設では、街並みの連続性に配慮しつつ、ベンチなどのアメニ

ティ施設や、人が滞留できる機能を備えたオープンスペースを設けるなど、

建築物の 1階部分は、にぎわいある街並みの演出に寄与する建築物の配置に

努める。 

■ 届出対象行為：建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕 

若しくは模様替、色彩の変更又は景観計画の基準に適合していない物件の 

同色の塗替 

■ 届 出 規 模：高さ 20m 以上、延床面積 2,000㎡以上又は a敷地面積 1,000 ㎡以上 

a:但し、同一事業者等が隣接地もしくは連坦する計画地において、同時期に計画や建築行為等 

を行う敷地面積の合計面積が 1000 ㎡以上を対象とする。 



 

 

 4－3 

 

区 分 景観形成基準 

高 さ 

・ 

規 模 

○公共空間からの眺めへの配慮 

・ 道路、河川、公園などの公共空間からの見え方に配慮し、周辺の建築物の高さ・

規模との調和を図る。 
 

○周辺景観との調和 

・ 住宅地の建築物及び住宅は、周辺の街並みとの連続性に配慮するとともに、 

圧迫感の軽減に努める。 

形 態 

・ 

意 匠 

○周辺の建築物等との調和 

・ 形態・意匠は、建築物全体のバランスだけでなく、周辺建築物等との調和を 

図る。 

・ 周辺に、歴史的な遺構や残すべき自然がある場合は、これらの地域資源と調和

した形態・意匠、色彩とする。 

・ 景観重要公共施設に位置づけられている坂道、もしくは区民に親しまれている

坂道周辺では、坂道からの眺めに配慮した形態・意匠、色彩とする。 
 

○街並みへの圧迫感の軽減 

・ 外壁は、長大で単調な壁面となることを避けるなど、街並みに圧迫感を与えな

いように配慮した形態・意匠とする。 
 

○周辺景観、公共空間との調和 

・ 幹線道路沿道や河川沿い及び周辺の建築物は、幹線道路や河川からの見え方に

配慮した形態・意匠、色彩とする。 

・ 公園・緑地や農地に隣接する建築物は、これら周辺の緑との調和に配慮した 

形態・意匠、色彩とする。 
 

○周辺の景観との調和に配慮した材料の活用 

・ 住宅地の建築物及び住宅の外壁には、反射光の生じる素材を壁面の大部分に 

わたって使用することを避けるとともに、歩行者の目線に近い低層部の外壁 

仕上げには、石や木等の素材感のある材料を用いるよう努める。 
 

○にぎわいづくりへの貢献 

・ 商店街では、街並みやにぎわいが連続するよう店舗の連続性に配慮するととも

に、店舗・事務所にあっては広い開口部やショーウィンドを設置するなど、 

にぎわいづくりに配慮した形態・意匠とする。 
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区 分 景観形成基準 

色 彩 

（ 外 壁 基

本色） 

（強調色） 

○周辺の建築物等との調和 

・ 色彩は、下表の色彩基準に適合するとともに、周辺景観との調和を図る。 
 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 彩度 

0R～4.9YR 
4以上 8.5未満の場合 4以下 

0R～4.9YR 4以下 
8.5以上の場合 1.5以下 

5.0YR～5.0Y 
4以上 8.5未満の場合 6以下 

5.0YR～5.0Y 6以下 
8.5以上の場合 2以下 

その他 4以上 8.5未満の場合 2以下 その他 2以下 

（日本産業規格 Z8721 に定めるマンセル表色系による）     

※１ 強調色：外壁各面の１/５以下で使用可能とする。 

※注 自然素材（木材や石材、土など）については、別途協議を行うものとする。 

色 彩 

（アクセ

ント色） 

○建物のデザイン性を高め、魅力的なまちの表情やにぎわいを演出する 

・アクセント色を使用する場合にあっては、下表の色彩基準に適合するととも

に、建物や周囲との調和を損なうことのないように、街のスケール感や歩行

者の目線に合った節度ある効果的な使い方とし、地域の良好な景観形成に寄

与する色彩デザインとする。 

区分 色彩基準 

面積の上限 
・外壁各面の 12ｍ以下の部分の 1/20以下で使用可能とする。 

・なお、強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5以下とする。 

節度ある使用 
・外壁基本色、周辺の街並みとの調和を図り、過剰にならないよう配慮す

る。また、屋外広告物との色彩の調和に配慮する。 

使用場所※2 ・建物中低層部である 12ｍ以下 の部分で用いる。 

色数 ・まとまりある色彩計画を行い、必要以上に色数を増やさない。 

彩度の上限※2 

アクセント色 

色相 彩度 

0.0R～5.0Y 彩度 8以下 

5.0Y～5.0G 彩度 6以下 

その他の色相 彩度 4以下 

（日本産業規格 Z8721 に定めるマンセル表色系による） 
 

※2 ただし、区が認める場合にはこの限りではない。 

 

・上記のほか地域性を考慮し、商業地（幹線道路沿道含む）・商店街では、にぎ

わいを演出するため上表の基準を踏まえた色彩計画を行い、商業地・商店街

以外では、周囲から突出した色彩を控えると共に、周辺の緑や敷地内植栽が

美しく映える色彩計画を行う。 
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区分 景観形成基準 

公 開 

空 地 

・ 

外 構 

・ 

緑 化 

○公開空地・外構デザインの工夫 

・ 隣接するオープンスペースとの連続性に配慮し、安心・安全で快適な歩行者

空間を確保するよう努める。 

・ 公開空地等のオープンスペースが、区民の憩いの場となるよう、植栽、ベン

チ等の設置等による工夫を図る。 

・ 外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷地や道

路など、周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。 

・ 敷地接道部分に塀や垣・柵を設ける場合は、道路境界線からこれらを後退さ

せたり、地盤面からの高さを低くし敷地内外からの見通しを確保するなど、

通りへの圧迫感を軽減するよう努める。 
 

○周辺景観に調和した緑化 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺の緑と連続させる。また、屋上や壁面

の緑化を積極的に行う。 

・ 緑化に当たっては、樹種の選定に配慮し、周辺の景観との調和を図るととも

に、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。特に石神井

川の周辺では、桜並木との調和を意識した樹種を選定する。 

・ 河川沿いでは、河川側に設けたオープンスペース等に緑化を図り、緑の連続

した水辺景観の形成に努める。また、河川沿いの周辺においても、緑の連続

性に配慮した緑化に努める。 

・ 幹線道路沿道では、後背地の住宅地に配慮した緑化を図るなど、後背地に与

える圧迫感の軽減を図る。 
 

○接道部の緑化 

・ 敷地内の道路に面する部分の緑化を図り、うるおいある街並みの形成に努め

る。 

・ 工場や倉庫の接道部は、開放的な柵などを利用した緑化や歩行者のためのオ

ープンスペースを設けるなど、沿道に圧迫感を与えないよう、街並みの形成

に配慮する。 

 

○にぎわいづくりへの貢献 

・ 商店街、商業施設において、公開空地等のオープンスペースを設ける場合に

は、にぎわいある街並みの演出に配慮し、ベンチ等のアメニティ施設を設置

するなど、空地の活用方法を工夫する。 
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区 分 景観形成基準 

駐車場 

などの 

付属物 

○公共空間への配慮 

・ 駐車場や駐輪場、自動販売機などの建築物に付属する施設や設置物等について

は、公共空間からの見え方に配慮した配置とする。 

・ 建築物に付属する駐車場（立体駐車場を含む）や自動販売機、ごみ置き場など

の設置物が、通りから直接見えにくい構造とする。やむを得ない場合には、植

樹・植裁を施す、色彩を工夫するなど、通りから目立たないように努める。 
 

○建築物本体との調和・一体化 

・ 屋根・屋上に設備等がある場合は、建築物と一体的に計画するなど周囲からの

見え方に配慮する。 

・ 建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体との調和を図る。 
 

○周辺の土地利用に配慮した照明 

・ 住宅地内及びその周辺では、点滅する光源や色の変化など、過度な照明は避け

るように努める。 
 

○夜間照明の配慮 

・ 商店街において、一階部分に店舗・事務所等を配置する場合は、夜間に暗くな

らないようライトアップするなど、夜間景観にも配慮した形態・意匠とする。 
 

○周辺景観に配慮した屋外広告物 

・ 看板などの屋外広告物は、デザインの統一を図るなど、まとまりのある街並み

の形成に努めるほか、周辺の看板などの高さ、位置にも配慮したものとする。 
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4.2.2 工作物の建設等 

（1） 届出対象行為 

 

 

 

 

 

 

表 4－2 工作物の種類と届出規模 

工作物の種類 届出規模 

煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔又は物見

塔その他これらに類するもの※ 

高さ 20m 以上 

（建築物又は工作物と一体となって設置される場

合は、当該工作物の高さが 4ｍを超え、かつその合

計の高さが 20ｍを超えるもの） 

昇降機、ウォーターシュート又はコー

スターその他これらに類するもの 

（回転運動をする遊戯施設を含む） 
高さ 20m 以上 

又は 

築造面積 2,000㎡以上 
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設又は自

動車車庫（建築物である物を除く）そ

の他これらに類するもの 

※ 架空電線路用並びに電気事業法第 2 条第 1 項第１７号に規定する電気事業者の保安通信設備用のもの（擁壁

を含む）並びに電気通信事業法第 2 条第１項第５号に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。 

 

■ 届 出 対 象 行 為：工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更する 

こととなる修繕若しくは模様替、色彩の変更又は既存不適 

格物件の同色の塗替 

■ 工作物の種類と届出規模：次に示す通り 
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（2） 景観形成基準 

 

区 分 景観形成基準 

配 置 ○公共空間への配慮 

・ 道路、河川、公園などの公共空間と連続したオープンスペースの確保や、公

共空間からの見え方に配慮した工作物・緑の配置とする。 
 

○歴史・文化的資源、自然等への配慮 

・ 敷地内に歴史的な遺構や残すべき自然などがある場合は、これを生かした

配置とする。 

規 模 ○敷地外からの見え方・壁面の配慮 

・ 周囲の公園、道路、河川などから見たときに、圧迫感を感じさせないよう

な隣棟間隔を確保し、長大な壁面の工作物は避ける。 

形 態 

・ 

意 匠 

・ 

色 彩 

○周辺景観の色彩との調和 

・ 色彩は、建築物の景観形成基準における色彩基準に適合するとともに、周

辺景観との調和を図る。 

公 開 

空 地 

・ 

外構等 

○周辺と連続・調和した公開空地 

・ 隣接するオープンスペースとの連続性を確保する。 

 

○周辺景観と調和した緑化 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺の緑と連続させる。また、壁面等の緑

化を積極的に行う。 

・ 緑化に当たっては、樹種の選定に配慮し、周辺の景観との調和を図るとと

もに、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。 
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4.2.3 開発行為 

（1） 届出対象行為 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 景観形成基準 

 

区 分 景観形成基準 

土地 

利用 

○周辺と調和した良好な景観の誘導 

・ 周辺地域の土地利用に配慮した計画とする。 

・ 事業地内の空地と建築物の配置について、周辺地域との連続性に配慮す

る。 
 

○歴史・文化的資源、自然等への配慮 

・ 事業地内に歴史的な遺構や残すべき自然がある場合や、区画割りにより不

整形な土地が生じる場合には、それらの場所を緑地やオープンスペースと

して活用するなど、地域の良好な景観の形成を図る。 
 

○周辺景観に配慮した電線類の設置 

・ 電線類については、目立たない場所に設置するなどの工夫をする。 

造成等 ○周辺景観と調和した擁壁 

・ 大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 

・ 擁壁や法面では、壁面緑化等を行うことにより、圧迫感を軽減する。 

緑化 ○周辺景観に調和した緑化 

・ 既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路、河川などの公共空

間から見えるような配置とする。 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいの

ある空間を創出する。 

■ 届出対象行為：都市計画法第 4条第 12項に規定する開発行為 

       （主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う 

土地の区画形質の変更） 

■ 届 出 規 模：開発区域面積 500㎡以上 
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4.2.4 土地の造成 

（1） 届出対象行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 景観形成基準 

 

区 分 景観形成基準 

色 彩 ○周辺景観の色彩との調和 

・ 納骨堂などの建築物や、塀や柵などの工作物を設ける場合には、周辺の景

観から突出しないように明度や彩度を抑えた色彩を用いることとする。 

緑 化 ○周辺景観に配慮した緑化 

・ 敷地外縁部には、緑化を図るなどにより、直接外部から見通せないよう努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 届出対象行為：墓地造成等 

       （墓地造成等とは、自治体、宗教法人、墓地等の経営を行うことを目的 

 とする公益社団法人又は公益財団法人が、新たに土地の権利・使用権を 

取得し墓地の造成等を行う場合、又は既に土地の権利・使用権を取得し 

ている場所において墓地の造成等を行う場合をいう） 

■ 届 出 規 模：規模に関係なく、すべての行為 



 
 

, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５章 

景観形成重点地区に 

おける景観形成方針 

及び行為の制限に 

関する事項 
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５ ｌ 景観形成重点地区における景観形成方針 

及び行為の制限に関する事項 
(景観法第 8 条第 2 項第 2 号・第 3項関係) 

5.1 板橋崖線軸地区 

5.1.1 対象区域 

赤塚溜池公園、赤塚公園を中心とする崖線と、その周辺に点在する神社仏閣を含む範囲とします。

（下図の緑線の内側の区域とします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－1 板橋崖線軸地区の区域 

 

徳丸六丁目（22～55） 徳丸七丁目 徳丸八丁目 

高島平三丁目１（赤塚公園部分） 四葉二丁目 大門 

赤塚五丁目（1、2、10～18、26～36） 赤塚七丁目 28 赤塚八丁目 

赤塚七丁目 

... ●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●●●●● "●●●● ●●●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●● "●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●●●●●●●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●● ●●●● "●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●● ●●●●● ●●●● ..................................................... ! 

, .......................................................................................................................................................................................................................... ●●● ●● ●●● ................................................ ] 
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5.1.2 景観形成の方針（景観法第 8条第 3項） 

 

板橋崖線軸地区の特性を生かした良好な景観の形成を図るため、板橋区全域の景観形成の基本

方針に加えて遵守すべき、地区独自の景観形成の方針を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【板橋崖線軸地区の景観形成の方針】 

・ 崖線の眺望、崖線からの見晴らしを守り、生かした景観の形成 

 崖線の眺望を守るため、建築物や屋外広告物などの高さや緑と調和した色彩に

配慮した景観づくりを進める。 

 坂道・高低差といった地形を守り、過去から受け継がれた眺望・見晴らしを保全

する。 
 

・ 四季の彩りを生かし、崖線の緑と調和・連続した景観の形成 

 家の周りなど、身近なところから緑を育て、崖線の緑と一体となった緑の回廊を

形成する。 
 

・ 水と緑のうるおいのある景観の形成 

 貴重な湧水と崖線の緑のうるおいのある景観を守り、生かした景観づくりを進

める。 
 

・ 歴史・文化的資源を生かした、風情のある景観の形成 

 赤塚城址や松月院などの歴史・文化的資源周辺では、これらの景観資源の保全と

歴史・文化的資源との調和に配慮した景観づくりを進める。 
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5.1.3 届出対象行為と届出規模（景観法第 8条第 2項第 2号） 

板橋崖線軸地区における届出対象行為とその規模は、以下に示す通りとします。 

 

表 5－1 板橋崖線軸地区における届出対象行為と届出規模 

種別 届出対象行為 届出規模 

建築物 

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替、色彩の変更又は景観計画の基

準に適合していない物件の同色の塗替 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行

為 

ただし、以下に該当するものを除く 

１）工事に必要な仮設の建築物の新築、増

築、改築、移転又は外観の模様替若し

くは色彩の変更 

工作物 

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替、色彩の変更又は景観計画の基

準に適合していない物件の同色の塗替 

【対象となる工作物】 

・ 煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔又は物見

塔その他これらに類するもの※ 

・ 昇降機、ウォーターシュート又はコ

ースターその他これらに類するもの

（回転運動をする遊戯施設を含む） 

・ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設又は自

動車車庫（建築物である物を除く）そ

の他これらに類するもの 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行

為 

開発行為 

都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開

発行為 

（主として建築物の建築又は特定工作

物の建設の用に供する目的で行う土地

の区画形質の変更） 

開発区域面積 500㎡以上 

土地の 

造成 
墓地、資材置き場又は駐車場の造成 

【墓地や資材置き場】 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行

為 

ただし以下に該当するものを除く 

１）建設工事等に伴う一時的な仮置き 

【駐車場】 

収容能力 20台以上の自動車駐車場 

ただし以下に該当するものを除く 

１）建築物に付属する駐車場 

木竹の 

伐採 
木竹の伐採 行為に係る面積 200㎡以上 

堆積 
屋外における土石、廃棄物又は再生資源

その他の物件の堆積 

堆積物と一体に利用する土地の区域面積

500㎡以上 又は 高さ 5m以上 

ただし、以下に該当するものを除く 

１）堆積の期間が 90日を超えないもの 
 

※ 架空電線路用並びに電気事業法第 2 条第 1 項第１７号に規定する電気事業者の保安通信設備用のもの（擁壁を含

む）並びに電気通信事業法第 2 条第１項第５号に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。 
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5.1.4 景観形成基準（景観法第 8条第 2項第 2号） 

 

（1） 板橋崖線軸地区における景観形成の考え方 

板橋崖線軸地区においては、崖線の緑との連続性・調和への配慮を基本とし、崖線の眺望への影

響を考慮した景観形成を進めます。 

そこで、街並みのベースとなる低層部（建築物・工作物の高さ 12m 未満の部分）については、街並

みづくりのルールとして、崖線の緑や歴史・文化的資源との連続性・調和への配慮を求めるものとし、

崖線の眺望に大きな影響を及ぼす一定規模以上の建築物・工作物（高さ 12m以上の建築物・工作物）

については、街並みづくりのルールに加えて、崖線の眺望、崖線からの見晴らしへの配慮を求めるこ

ととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－2 板橋崖線軸地区における景観形成の考え方 

眺望 

崖線 

崖線の眺望、崖線からの見晴らしを守るための 

景観形成の規制・誘導 

 →高さ 12ｍ以上の建築物等に対する追加ルール 

・ 崖線から突出しないような配置、高さ・規模の配慮 

・ 連続した長大な壁面の回避 

・ 屋上設備の遮蔽 

・ 崖線の緑と馴染む色彩（低彩度・中明度） 

・ 屋上・壁面の緑化 

崖線の緑や歴史・文化的資源との連続性・調和を

図るための景観形成の規制・誘導 

→街並みづくりのルール（高さ12ｍ未満の部分） 

・ 公共空間に向けた配置 

・ 緑の連続性の確保 

・ 崖線の緑と馴染む色彩（低彩度・中明度） 

 

高さによる景観形成の考え方の違い 

・ 崖線の緑や歴史・文化的資源との連続性・調和を図るための景観形成の規制・誘導 

：街並みづくりのルール（建築物・工作物の高さ 12ｍ未満の部分） 

・ 崖線の眺望、崖線からの見晴らしを守るための景観形成の規制・誘導 

：高さ 12ｍ以上の建築物・工作物に対する追加ルール 

ヽ＇ 7 ヽ， ＇ ヽ＇ ＇ ’ ， ヽ
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（2） 景観形成基準 

板橋崖線軸地区では、以下の基準を適用します。 

 

① 建築物の建築等・工作物の建設等 

■崖線の緑や歴史・文化的資源との連続性・調和を図るための景観形成の規制・誘導 

：街並みづくりのルール（建築物・工作物の高さ 12ｍ未満の部分に共通の景観形成基準） 

区 分 景観形成基準 

配 置 ・ 公園・緑地、農地周辺では、公園・緑地、農地内外からの眺望や敷地内・

敷地周辺の緑の連続性が保全されるよう建築物の配置や緑の配置に配

慮する。 

・ 道路、公園などの公共空間に隣接する建築物は、公共空間側へオープン

スペースを設けるなど、公共空間と一体となった街並みの形成を意識し

た配置とする。 

・ 景観重要公共施設に位置づけられている坂道、もしくは区民に親しまれ

ている坂道周辺では、坂道からの眺めに配慮して、建築物の配置を工夫

する。 

・ 壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など、周辺の街並みに配慮

した配置とする。 

・ 敷地内に、歴史的な遺構や残すべき自然、崖線及び崖線に連続する緑が

ある場合は、これらを極力保全するとともに、これらを生かした建築物

の配置とする。 

高さ・規模 ・ 道路、公園などの公共空間からの見え方に配慮し、周辺の建築物の高さ・

規模との調和を図る。 

形態・意匠 ・ 形態・意匠は、建築物全体のバランスだけでなく、周辺建築物等との調

和を図る。 

・ 幹線道路沿道の建築物は、幹線道路からの見え方に配慮した形態・意匠

とする。 

・ 公園・緑地や農地に隣接する建築物は、これら周辺の緑との調和に配慮

した形態・意匠とする。 

・ 周辺に、歴史的な遺構や残すべき自然がある場合は、これらの地域資源

と調和した形態・意匠とする。 

・ 景観重要公共施設に位置づけられている坂道、もしくは区民に親しまれ

ている坂道周辺では、坂道からの眺めに配慮した形態・意匠とする。 
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区 分 景観形成基準 

色 彩 

（外壁基本

色） 

（強調色） 

・ 豊かな緑を生かした景観の形成を図るため、外壁基本色は樹木の緑に馴

染む色彩とし、強調色は落ち着きが感じられる色彩とすることとし、下

表の色彩基準に適合するものとする。 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

6以上 7未満 3以下 
4未満及び 

6以上 
3以下 

0.0YR～5.0Y 4以上 7未満 5以下 0.0YR～5.0Y 

4以上 7未満 5以下 

4未満及び 

7以上 
3以下 

5.0Y～5.0G 4以上 7未満 1以下 5.0Y～5.0G － 1以下 

その他 4以上 6未満 1以下 その他 － 1以下 

（日本産業規格 Z8721 に定めるマンセル表色系による）   

※１ 強調色：外壁各面の１/５以下で使用可能とする 

※注 自然素材（木材や石材、土など）については、別途協議を行うものとする 

・ 屋根を設ける場合は、周辺の景観から突出しないように明度や彩度を抑

えた色彩を用いることとする。 

色 彩 

（アクセント

色） 

・下表の色彩基準に適合するとともに、建物や周囲との調和を損なうこ

とのないように、街のスケール感や歩行者の目線に合った節度ある効

果的な使い方とする。 

・建物のデザイン性を高め、魅力的なまちの表情やにぎわいを演出する

ために地域の良好な景観形成に寄与する色彩デザインとする。 

区分 色彩基準 

面積の上限 
・外壁各面の 12ｍ以下の部分の 1/20以下で使用可能とする。 

・なお、強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5以下とする。 

節度ある使用 
・外壁基本色、周辺の街並みとの調和を図り、過剰にならないよう配

慮する。また、屋外広告物との色彩の調和に配慮する。 

使用場所※2 ・建物中低層部である 12ｍ以下 の部分で用いる。 

色数 ・まとまりある色彩計画を行い、必要以上に色数を増やさない。 

彩度の上限※2 

アクセント色 

色相 彩度 

0.0R～5.0Y 彩度 8以下 

5.0Y～5.0G 彩度 6以下 

その他の色相 彩度 4以下 

（日本産業規格 Z8721 に定めるマンセル表色系による） 
 

※2 ただし、区が認める場合にはこの限りではない。 

 

・上記のほか地域性を考慮し、周囲から突出した色彩を控えると共に、

周辺の緑や敷地内植栽が美しく映える色彩計画を行う。 
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区 分 景観形成基準 

公開空地・ 

外構・緑化 

・ 外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷

地や道路など、周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。 

・ 敷地接道部分に塀や垣・柵を設ける場合は、道路境界線からこれらを

後退させ、また地盤面からの高さを低くし敷地内外からの見通しを確

保するなど、通りへの圧迫感を軽減するよう努める。 

・ 敷地内に、崖線及び崖線に連続する緑がある場合は、これらの緑を極

力保全するとともに、これらの緑との連続性に配慮した緑化に努める。 

・ 敷地内の道路に面する部分の緑化を図り、うるおいある街並みの形成

に努める。 

・ 松月院や乗蓮寺などの歴史･文化的資源の周辺では、景観資源と調和し

た景観となるよう、歴史・文化的資源周辺の緑との調和・連続性を意

識した緑化を行う。 

・ 緑化に当たっては、樹種の選定に配慮し、周辺の景観との調和を図る

とともに、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。 

・ 幹線道路沿道では、後背地の住宅地に配慮した緑化を図るなど、後背

地に与える圧迫感の軽減を図る。 

駐車場などの

付属物 

・ 駐車場や駐輪場などの建築物に付属する施設や設置物等については、

公共空間からの見え方に配慮した配置とする。 

・ 建築物に付属する駐車場（立体駐車場を含む）や自動販売機、ごみ置

き場などの設置物が、通りから直接見えにくい構造とする。やむを得

ない場合には、植樹・植裁を施す、色彩を工夫するなど、通りから目

立たないように努める。 

・ 屋根、屋上等に貯水槽や昇降機等の設備がある場合は、崖線の眺望に

配慮した位置、構造とし、やむを得ず露出する場合は、色彩や素材な

どを工夫し、直接外部から見通せないよう努める。 

・ 建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体との調和を図る。 

・ 住宅地内及びその周辺では、点滅する光源や色の変化など、過度な照

明は避けるように努める。 
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■崖線の眺望、崖線からの見晴らしを守るための景観形成の規制・誘導 

：高さ 12ｍ以上の建築物・工作物に対する追加ルール 

※ 高さ 12ｍ以上の建築物・工作物については、このルールに併せて、街並みづくりのルー

ル（P5-5～5-７）も適用されます。 

 

区 分 景観形成基準 

配 置 ・ 公園・緑地周辺では、公園・緑地内外からの眺望や敷地内・敷地周辺の

緑の連続性が保全されるようセットバックなどの建築物の配置や緑の

配置に配慮する。 

・ 高島平側からの崖線への眺望及び板橋崖線軸地区内の台地から高島平

側への見晴らしに配慮して、建築物・工作物の配置を工夫する。 

高さ・規模 ・ 外壁は、著しく長大な壁面が生じないよう、建築物の分節化等に努める。 

・ 建築物・工作物の高さは、崖線の眺望を保全するため、崖線稜線部の樹

林地（想定 12ｍ程度）から著しく突出することを避ける。 

・ やむを得ず高層となる場合は、高層棟をできるだけ崖線及び周辺の緑地

から離れた位置に配置するとともに、上層部のセットバックに努め、高

島平側からの崖線への眺望・板橋崖線軸地区内の台地から高島平側への

見晴らしを確保する。 

形態・意匠 ・ 外壁は、長大な壁面を避けるなど圧迫感の軽減を図る。やむを得ず長大

な壁面が生じる場合には、崖線の緑と調和しかつ単調な印象とならない

よう、形態意匠、素材を工夫する。 

・ 建築物の外壁には、反射光の生じる素材を壁面の大部分にわたって使用

することを避けるとともに、歩行者の目線に近い低層部の外壁仕上げに

は、石や木等の素材感のある材料を用いるよう努める。 

色 彩 ・ 高さ 12m 未満の低層部では、外壁基本色は樹木の緑に馴染む色彩と

し、強調色は落ち着きが感じられる色彩とすることとし、高さ 12m未

満の部分に対する色彩基準（次頁参照）に適合するものとする。 

・ 高さ 12m以上の高層部では、樹木の緑と馴染みつつも、周囲に圧迫感

を与えない色彩とすることとし、高さ 12m以上の部分に対する色彩基

準（次頁参照）に適合するものとする。 

・ なお、高さ 12m以上の高層部では、強調色は極力用いないこととする

が、万が一使用する場合には、落ち着きが感じられる中彩度までの色彩

（高さ 12m以上の部分に対する色彩基準に適合するもの）を用いる。 
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区 分 景観形成基準 

色 彩 

（外壁基本

色） 

（強調色） 

 

《高さ 12m未満の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

6以上 7未満 3以下 
4未満及び 

6以上 
3以下 

0.0YR～5.0Y 4以上 7未満 5以下 0.0YR～5.0Y 

4以上 7未満 5以下 

4未満及び 

7以上 
3以下 

5.0Y～5.0G 4以上 7未満 1以下 5.0Y～5.0G － 1以下 

その他 4以上 6未満 1以下 その他 － 1以下 

 

《高さ 12m以上の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

6以上 9未満 3以下 
4未満及び 

6以上 
3以下 

0.0YR～5.0Y 

4以上 7未満 5以下 

0.0YR～5.0Y 

4以上 7未満 5以下 

7以上 9未満 3以下 
4未満及び 

7以上 
3以下 

その他 4以上 7未満 1以下 その他 － 1以下 

（日本産業規格 Z8721 に定めるマンセル表色系による）  

※１ 強調色：外壁各面の１/５以下で使用可能とする 

※注 自然素材（木材や石材、土など）については、別途協議を行うものとする 

公開空地・ 

外構・緑化 

・ 隣接するオープンスペースとの連続性に配慮し、安心・安全で快適な歩

行者空間を確保するよう努める。 

・ 公開空地等のオープンスペースが、区民の憩いの場となるよう、植栽、

ベンチ等の設置等による工夫を図る。 

・ 敷地内に、崖線及び崖線に連続する緑がある場合は、これらの緑を極力

保全するとともに、これらの緑との連続性に配慮した壁面緑化、屋上緑

化等の緑化、緑地の整備に努める。 
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② 開発行為 

 

区 分 景観形成基準 

土地利用 ・ 周辺地域の土地利用に配慮した計画とする。 

・ 事業地内の空地と建築物の配置について、周辺地域との連続性に配慮す

る。 

・ 事業地内に歴史的な遺構や残すべき自然がある場合や、区画割りにより不

整形な土地が生じる場合には、それらの場所を緑地やオープンスペースと

して活用するなど、地域の良好な景観の形成を図る。 

・ 電線類については、目立たない場所に設置するなどの工夫をする。 

造成等 ・ 崖線及びその周辺における造成では、周囲の自然環境等に配慮する。 

・ 大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 

・ 擁壁や法面では、壁面緑化等を行うことにより、圧迫感を軽減する。 

緑 化 ・ 既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路などの公共空間から

見えるような配置とする。 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいの

ある空間を創出する。 

 

③ 土地の造成（墓地や資材置き場、駐車場の造成） 

区 分 景観形成基準 

色 彩 ・ 塀や柵などの工作物を設ける場合には、周辺の景観から突出しないように

明度や彩度を抑えた色彩を用いることとする。 

緑 化 ・ 敷地外縁部には、緑化を図るなどにより、直接外部から見通せないよう努

める。 

・ 既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路などの公共空間から

見えるような配置とする。 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいの

ある空間を創出する。 

 

④ 木竹の伐採 

景観形成基準 

・ 木竹の伐採は出来る限り避け、伐採の位置は崖線の眺望や見晴らしに配慮するなど、公

共空間から出来る限り見えない場所とする。 

 

⑤ 堆積（屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積） 

景観形成基準 

・ 屋外における物件の集積又は貯蔵は、崖線の眺望・見晴らし景観を乱さぬよう配置し、

高さを抑えた、整然とした積み上げ方とし、周辺に圧迫感を与えないようにする。 

・ また、堆積物が、周辺の道路や公園などの公共空間から見えないよう、生垣等により直

接外部から見通せないよう努め、周辺の景観と調和するように配慮する。 
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5.2 石神井川軸地区 

5.2.1 対象区域 

石神井川沿いの桜並木が続く、下頭橋から北区との区界の間の石神井川の河川区域又は河川区

域に隣接する道路もしくは公園・緑地から、20mの範囲を対象区域とします。 

なお、対象区域内に敷地の一部が含まれる場合には、その敷地全体が対象区域に含まれるものと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－3 石神井川軸地区の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象敷地の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左岸：南常盤台一丁目、常盤台一丁目、双葉町、大和町、本町、稲荷台、加賀一～二丁目、 

板橋四丁目 

右岸：弥生町、中板橋、栄町、氷川町、仲宿、加賀一～二丁目、板橋四丁目 

※下頭橋～北区との区境までの上記の町丁目のうち、石神井川の河川区域又は河川区域に隣接す

る道路もしくは公園・緑地から、20mの範囲内が対象区域となります。 

中板橋駅 
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域に隣接する道
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区域に含む 

20m の範囲 

対象敷地 

非対象敷地 

公園・緑地 20m 

石神井川 

20m 20m 

20m 

20m 

j● ●●● ●● ●●●●●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●● ●● ●●●●●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●● ●● ●●●●●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●● ●● ●●●●●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●● ●● ●●●●●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●● ●● ●●●●●●●●●● ●● ●●● ●●●、

l●●●●● ●●●●●●● ●●● ●● ●●●●●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●● ●● ●●●●●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●● ●● ●●●●●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●● ●● ●●●●●●●●●● ●● ●●● ●●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●●● ●●● ●● ●●●●●●●; 

こ

••心こ雷巨日·T···

．
 

i

□
 

旦且□i
 

．
 
．
 
．
 
．
 

▼
 ．
 
．
 

-

〗
]
ニ



 

 5－12 

5.2.2 景観形成の方針（景観法第 8条第 3項） 

石神井川軸地区の特性を生かした良好な景観の形成を図るため、板橋区全域の景観形成の基本

方針に加えて遵守すべき、地区独自の景観形成の方針を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【石神井川軸地区の景観形成の方針】 

・ 四季の彩りを生かし、桜並木や緑道と調和・連続した緑の景観の形成 

 石神井川沿いの桜並木・緑道や歩道に配慮した緑の配置に努める。 

 敷地の狭いところでは、家の周囲へのプランターの設置など、身近なところから

緑を育て、石神井川の緑との連続性を創出する。 

 樹種の選定や色彩に関しても、石神井川沿いの桜並木・緑道などの自然環境と調

和した景観づくりに努める。 

 

・ 河川側に配慮した街並みの形成 

 石神井川に面したオープンスペースの設置など、配置の工夫により、歩行者に憩

いの場を提供する。 

 歩行者の視線の範囲では、自然素材を利用するなど、石神井川の自然と調和した

景観づくりを進める。 

 

・ 水と緑のうるおいのある景観の形成 

 桜並木や緑道といった景観や生態系に配慮した沿川緑化を進める。 

 石神井川の景観の軸となる桜並木の維持・保全に努める。 

 石神井川軸の重要な景観要素であり、景観を楽しむ場でもある歩行者空間につい

て、周辺の景観に配慮した整備を進める。 
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5.2.3 届出対象行為と届出規模（景観法第 8条第 2項第 2号） 

石神井川軸地区における届出対象行為とその規模は、以下に示す通りとします。 

 

表 5－2 石神井川軸地区における届出対象行為と届出規模 

種別 届出対象行為 届出規模 

建築物 

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観

を変更することとなる修繕若しくは模様替、色

彩の変更又は景観計画の基準に適合していな

い物件の同色の塗替 

規模に関係なく、対象地域内のすべての

行為 

ただし、以下に該当するものを除く 

１）工事に必要な仮設の建築物の新築、増

築、改築、移転又は外観の模様替若し

くは色彩の変更 

工作物 

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観

を変更することとなる修繕若しくは模様替、色

彩の変更又は景観計画の基準に適合していな

い物件の同色の塗替 

【対象となる工作物】 

・ 煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔又は物見塔

その他これらに類するもの※ 

・ 昇降機、ウォーターシュート又はコース

ターその他これらに類するもの（回転運

動をする遊戯施設を含む） 

・ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設又は自動

車車庫（建築物である物を除く）その他

これらに類するもの 

規模に関係なく、対象地域内のすべての

行為 

開発行為 

都市計画法第 4条第 12項に規定する開発行為 

（主として建築物の建築又は特定工作物の建

設の用に供する目的で行う土地の区画形質の

変更） 

開発区域面積 500㎡以上 

土地の 

造成 
墓地、資材置き場又は駐車場の造成 

【墓地や資材置き場】 

規模に関係なく、対象地域内のすべての

行為 

ただし以下に該当するものを除く 

１）建設工事等に伴う一時的な仮置き 

【駐車場】 

収容能力 20台以上の自動車駐車場 

ただし以下に該当するものを除く 

１）建築物に付属する駐車場 

堆積 
屋外における土石、廃棄物又は再生資源その他

の物件の堆積 

堆積物と一体に利用する土地の区域面積

500㎡以上 又は 高さ 5m以上 

ただし、以下に該当するものを除く 

１）堆積の期間が 90日を超えないもの 
 

※ 架空電線路用並びに電気事業法第 2 条第 1 項第１７号に規定する電気事業者の保安通信設備用のもの（擁壁を含

む）並びに電気通信事業法第 2 条第１項第５号に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。 
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5.2.4 景観形成基準（景観法第 8条第 2項第 2号） 

 

① 建築物の建築等・工作物の建設等 

区 分 景観形成基準 

配 置 ・ 石神井川に面してオープンスペースを設けるなど、石神井川と調和した

街並みに配慮した配置とする。 

・ 道路、公園などの公共空間と連続したオープンスペースの確保など、公

共空間との関係に配慮した配置とする。 

・ 敷地内に歴史的な遺構や残すべき自然などがある場合は、これを生かし

た建築物の配置とする。 

・ 壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など、周辺の街並みに配慮

した配置とする。 

・ 商店街、商業施設は街並みの連続性に配慮しつつ、ベンチなどのアメニ

ティ施設や、人が滞留できる機能を備えたオープンスペースを設けるな

ど、建築物の 1 階部分は、にぎわいある街並みの演出に寄与する建築物

の配置に努める。 

・ 工場や倉庫は、道路境界線から壁面をできる限り後退させ、通りへの圧

迫感を軽減するように努める。 

高さ・規模 ・ 石神井川沿いの建築物は、石神井川沿いの歩道などからの眺めが保全さ

れるよう、上層部のセットバックを図るなど、川沿いからの眺めに配慮

する。 

形態・意匠 ・ 建築物等の低層部では、壁面などが無表情、単調にならないよう、歩行

者からの見え方に配慮した形態・意匠とする。 

・ 主要な眺望点（公園、道路、橋など）の眺めに配慮し、周辺の景観と調

和した形態・意匠とする。 

・ 形態・意匠は、建築物全体のバランスだけでなく、周辺建築物等との調

和を図る。 

・ 外壁は、長大で単調な壁面となることを避けるなど、街並みに圧迫感を

与えないように配慮した形態・意匠とする。 

・ 道路や河川からの見え方に配慮した形態・意匠とする。 

・ 建築物の外壁には、反射光の生じる素材を壁面の大部分にわたって使用

することを避けるとともに、歩行者の目線に近い低層部の外壁仕上げに

は、石や木等の素材感のある材料を用いるように配慮する。 

・ 公園・緑地や農地に隣接する建築物は、これら周辺の緑との調和に配慮

した形態・意匠とする。 
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区 分 景観形成基準 

形態・意匠 ・ 商店街では、街並みやにぎわいが連続するよう店舗の連続性に配慮する

とともに、広い開口部やショウウィンドウを設置するなど、にぎわいづ

くりに配慮した形態・意匠とする。 

色 彩 

（外壁基本

色） 

（強調色） 

・ 高さ 12m未満の中低層部では、桜並木の緑や石神井川の水の色彩と調

和した落ち着きとうるおいのある景観の形成を図るため、外壁基本色は

樹木の緑に馴染む色彩とし、部分的な強調色は、落ち着きが感じられる

中彩度までの色彩とすることとし、それぞれ下表の色彩基準に適合する

ものとする。 

・ 高さ 12m以上の高層部では、桜並木の緑と馴染みつつも、周囲に圧迫

感を与えない色彩とすることとし、高さ 12m以上の部分に対する色彩

基準（下表参照）に適合するものとする。 

・ なお、高さ 12m以上の高層部では、強調色は極力用いないこととする

が、万が一使用する場合には、落ち着きが感じられる中彩度までの色彩

（高さ 12m以上の部分に対する色彩基準に適合するもの）を用いる。 

・  

《高さ 12m未満の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

6以上 7未満 3以下 
4未満及び 

6以上 
3以下 

0.0YR～5.0Y 4以上 7未満 5以下 0.0YR～5.0Y 

4以上 7未満 5以下 

4未満及び 

7以上 
3以下 

5.0Y～5.0G 4以上 7未満 1以下 5.0Y～5.0G － 1以下 

その他 4以上 6未満 1以下 その他 － 1以下 

《高さ 12m以上の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

6以上 9未満 3以下 
4未満及び 

6以上 
3以下 

0.0YR～5.0Y 

4以上 7未満 5以下 

0.0YR～5.0Y 

4以上 7未満 5以下 

7以上 9未満 3以下 
4未満及び 

7以上 
3以下 

その他 4以上 7未満 1以下 その他 － 1以下 

（日本産業規格 Z8721 に定めるマンセル表色系による） 

※１ 強調色：外壁各面の１/５以下で使用可能とする 

※注 自然素材（木材や石材、土など）については、別途協議を行うものと

する 

・ 屋根を設ける場合は、周辺の景観から突出しないように明度や彩度を抑

えた色彩を用いることとする。 
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区 分 景観形成基準 

色 彩 

（アクセント

色） 

・下表の色彩基準に適合するとともに、建物や周囲との調和を損なうこ

とのないように、街のスケール感や歩行者の目線に合った節度ある効

果的な使い方とする。 

・建物のデザイン性を高め、魅力的なまちの表情やにぎわいを演出する

ために地域の良好な景観形成に寄与する色彩デザインとする。 

 

区分 色彩基準 

面積の上限 
・外壁各面の 12ｍ以下の部分の 1/20以下で使用可能とする。 

・なお、強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5以下とする。 

節度ある使用 
・外壁基本色、周辺の街並みとの調和を図り、過剰にならないよう

配慮する。また、屋外広告物との色彩の調和に配慮する。 

使用場所※2 ・建物中低層部である 12ｍ以下 の部分で用いる。 

色数 ・まとまりある色彩計画を行い、必要以上に色数を増やさない。 

彩度の上限※2 

アクセント色 

色相 彩度 

0.0R～5.0Y 彩度 8以下 

5.0Y～5.0G 彩度 6以下 

その他の色相 彩度 4以下 

（日本産業規格 Z8721 に定めるマンセル表色系による） 
 

※2 ただし、区が認める場合にはこの限りではない。 

 

・上記のほか地域性を考慮し、周囲から突出した色彩を控えると共に、

周辺の緑や敷地内植栽が美しく映える色彩計画を行う。 

公開空地・ 

外構・緑化 

・ 石神井川沿いの樹木との連続性に配慮し、敷地内の緑化を図り、特に

公共空間に向けた緑の配置に努める。 

・ 石神井川沿いの樹木との連続性に配慮し、屋上や壁面の緑化を図る。 

・ 隣接するオープンスペースとの連続性に配慮し、安心・安全で快適な

歩行者空間を確保するよう努める。 

・ 公開空地等のオープンスペースが、区民の憩いの場となるよう、植栽、

ベンチ等の設置等による工夫を図るように配慮する。 

・ 外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷

地や道路など、周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。 

・ 幹線道路沿道では、後背地の住宅地に配慮した緑化を図るなど、後背

地に与える圧迫感の軽減を図る。 

・ 住宅地及び住宅では接道部の緑化を図り、うるおいある街並みの形成

に努める。 

・ 敷地接道部分に塀や垣・柵を設ける場合は、道路境界線からこれらを

後退させ、また地盤面からの高さを低くし敷地内外からの見通しを確

保するなど、通りへの圧迫感を軽減するよう努める。 
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区 分 景観形成基準 

公開空地・ 

外構・緑化 

 

・ 商店街、商業施設で公開空地等のオープンスペースを設ける場合には、

にぎわいある街並みの演出に配慮し、ベンチ等のアメニティ施設を設

置するなど、空地の活用方法を工夫する。 
 

・ 工場や倉庫の接道部は、開放的な柵などを利用した緑化や歩行者のた

めのオープンスペースを道路側に設けるなど、沿道に圧迫感を与えな

いよう、街並みの形成に配慮する。 

 

 

駐車場などの

付属物 

・ 駐車場や駐輪場、自動販売機などの建築物に付属する施設や設置物等

については、石神井川沿いの歩道などからの眺めに配慮した配置とす

る。やむを得ず河川側に面して配置する場合には、緑化による遮蔽に

努めるほか、色彩を工夫するなど、通りから目立たないように努める。 

・ 屋根・屋上に設備等がある場合には、建築物と一体的に計画するほか、

植栽や自然素材を用いた囲いで蔽うなど、歩行者からの見え方に配慮

する。 

・ 建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体との調和を図る。 

・ 住宅地内及びその周辺では、点滅する光源や色の変化など、過度な照

明は避けるように努める。 

・ 一階部分に店舗・事務所等を配置する場合は、夜間に暗くならないよ

うライトアップするなど、夜間景観にも配慮した形態・意匠とする。 

・ 看板などの屋外広告物は、デザインの統一を図るなど、まとまりのあ

る街並みの形成に努めるほか、周辺の看板などの高さ、位置にも配慮

したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《解説：緑化について》 

小規模な敷地：石神井川沿いに生垣やプランター、シンボルツリーを 

設けるなど、可能な範囲での緑化を図る 

大規模な敷地：緑化条例にて求められる緑化を、できる限り石神井川に 

向けて配置する 
,-
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② 開発行為 

区 分 景観形成基準 

土地利用 ・ 周辺地域の土地利用に配慮した計画とする。 

・ 事業地内の空地と建築物の配置について、周辺地域との連続性に配慮

する。 

・ 事業地内に歴史的な遺構や残すべき自然がある場合や、区画割りによ

り不整形な土地が生じる場合には、それらの場所を緑地やオープンス

ペースとして活用するなど、地域の良好な景観の形成を図る。 

・ 電線類については、目立たない場所に設置するなどの工夫をする。 

造成等 ・ 大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにす

る。 

・ 擁壁や法面では、壁面緑化等を行うことにより、圧迫感を軽減する。 

・ 石神井川沿いの造成では、桜並木や緑道といった景観や生態系に配慮

する。 

緑 化 ・ 既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路などの公共空間か

ら見えるような配置とする。 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおい

のある空間を創出する。 

 

③ 土地の造成（墓地や資材置き場、駐車場の造成） 

区 分 景観形成基準 

色 彩 ・ 塀や柵などの工作物を設ける場合には、周辺の景観から突出しないよ

うに明度や彩度を抑えた色彩を用いることとする。 

緑 化 ・ 敷地外縁部には、緑化を図るなどにより、直接外部から見通せないよう

努める。 

・ 既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路などの公共空間か

ら見えるような配置とする。 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおい

のある空間を創出する。 

 

④ 堆積（屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積） 

景観形成基準 

・ 屋外における物件の集積又は貯蔵は、石神井川沿いの桜並木や緑道に配慮して配置し、

高さを抑えた、整然とした積み上げ方とし、周辺に圧迫感を与えないようにする。 

・ 堆積物が、石神井川や周辺の道路、公園などの公共空間から見えないよう、生垣等によ

り、直接外部から見通せないよう努め、周辺の景観と調和するよう配慮する。 
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5.3 加賀一・二丁目地区 

5.3.1 対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要道路 

主要な交差点 

石神井川軸地区を含む、加賀一丁目、二丁目の範囲とします。（ただし、加賀一丁目１番の内、ＪＲ

埼京線以東の区域を除く）（下図の茶線の内側の区域とします。） 

 

※ 加賀一・二丁目地区内で、かつ石神井川沿いの区域（石神井川の河川区域又は河川区域に

隣接する道路もしくは公園・緑地から 20ｍの範囲）について 

石神井川軸地区における景観形成の方針・景観形成基準に加えて、加賀一・二丁目地区の上

乗せ方針・上乗せ基準を設けています。加賀一・二丁目地区内における行為は、石神井川沿い

の区域であっても、本章 5.3「加賀一・二丁目地区」を適用するものとします。 

（「石神井川軸地区」に関しては、本章 5.2 を参照） 

図 5-4 加賀一・二丁目地区の区域 

加賀一丁目（ただし、１番の内ＪＲ埼京線以東の区域を除く）、加賀二丁目 

加 賀 二 丁 目 

加 賀 一 丁 目 

北区 

「―------------------------------------------------------1
, ： 
!,_ ------------------------------------------------------_I 
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5.3.2 景観形成の方針（景観法第 8条第 3項） 

 加賀一・二丁目地区の特性を生かした良好な景観の形成を図るため、板橋区全域の景観形成の基

本方針に加えて遵守すべき、地区独自の景観形成の方針を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加賀一・二丁目地区の景観形成の方針】 

・加賀の品格にふさわしい街並み景観の形成 
 教育施設、研修施設、住居施設などそれぞれの用途において、建築物と公共空間

（道路・公園など）が一体となった加賀の品格にふさわしい街並み景観の形成を

図る。 

 歴史を物語る建物や場所、樹木などを大切にし、まち全体に四季の彩りを生かし

た緑がつながる景観づくりを進める。 

 住環境や街並み景観を乱さない品格のある屋外広告物の設置に努める。 

 学園通り、けやき通り、王子新道などの主要道路と沿道における、地域の歴史や

緑を活かした品格とゆとりのある景観の形成を図る。 

・石神井川の魅力を高める景観の形成 
 石神井川沿いの桜並木・緑道や歩道との関係に配慮するなど、河川側から見える建

築物の魅力を高める。 

 樹種の選定や色彩に関して、石神井川沿いの桜並木・緑道などの自然環境と調和

した景観づくりに努めるとともに、生態系に配慮した沿川緑化を進める。 

 敷地の狭いところでは、家の周囲へのプランターの設置など、身近なところから

緑を育て、石神井川の緑との連続性を創出する。 

 石神井川の景観の軸となる桜並木の維持・保全に努めるとともに、景観を楽しむ

場でもある歩行者空間について、周辺の景観に配慮した整備を進める。 

・道路、公園や石神井川と一体となった楽しく快適に歩ける道の景観の形成 
 道路・公園や石神井川からのオープンスペースの設置など、配置の工夫により、

歩行者に憩いの場を提供するよう努める。 

 見せ場やたまり場などの石神井川沿いの魅力を楽しめる場所やオープンスペース

の設置に努め、緑道を軸とした歩行者の回遊ルートの形成を図る。 

 歩行者の視線の範囲では、自然素材を利用するなど、石神井川の自然と調和した

景観づくりを進める。 

・安心で心地よい加賀をつくる景観の維持 
 通りに面した部分の植栽や樹木、生け垣などは、見通しや夜間の暗がりに配慮し

た剪定を行うともに、地域の景観資源として大切に維持管理に努める。 

 開発に伴い整備した歩道状空地や広場などは、日常的な清掃や維持管理を行う

とともに、定期的な修繕を通じて、加賀の景観の魅力を高める。 

 区民・事業者・区の連携によって、良好な公共空間や道路境界部の維持・改善に

努める。 

 工事用仮設物、仮設建築物等は、良好な景観を損なわないよう設置位置、形態・

意匠、色彩等に配慮する。 
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5.3.3 届出対象行為と届出規模（景観法第 8条第 2項第 2号） 

加賀一・二丁目地区における届出対象行為とその規模は、以下に示す通りとします。 

 

表 5－3 加賀一・二丁目地区における届出対象行為と届出規模 

種別 届出対象行為 届出規模 

建築物 

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替、色彩の変更又は景観計画の基

準に適合していない物件の同色の塗替 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

ただし、以下に該当するものを除く 

１）工事に必要な仮設の建築物の新築、増

築、改築、移転又は外観の模様替若し

くは色彩の変更 

工作物 

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替、色彩の変更又は景観計画の基

準に適合していない物件の同色の塗替 

【対象となる工作物】 

・ 煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔又は物見

塔その他これらに類するもの※ 

・ 昇降機、ウォーターシュート又はコ

ースターその他これらに類するもの

（回転運動をする遊戯施設を含む） 

・ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設又は自

動車車庫（建築物である物を除く）そ

の他これらに類するもの 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

開発行為 

都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開

発行為 

（主として建築物の建築又は特定工作

物の建設の用に供する目的で行う土地

の区画形質の変更） 

開発区域面積 500㎡以上 

土地の 

造成 
墓地、資材置き場又は駐車場の造成 

【墓地や資材置き場】 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

ただし以下に該当するものを除く 

１）建設工事等に伴う一時的な仮置き 

【駐車場】 

収容能力 20台以上の自動車駐車場 

ただし以下に該当するものを除く 

１）建築物に付属する駐車場 

堆積 
屋外における土石、廃棄物又は再生資源

その他の物件の堆積 

堆積物と一体に利用する土地の区域面積 500

㎡以上 又は 高さ 5m以上 

ただし、以下に該当するものを除く 

１）堆積の期間が 90日を超えないもの 

 

※ 架空電線路用並びに電気事業法第 2 条第 1 項第１７号に規定する電気事業者の保安通信設備用のもの（擁壁を含

む）並びに電気通信事業法第 2 条第１項第５号に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。 
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加賀の品格にふさわしい街並み景観の形成 

石神井川と緑道 

川からのセットバック 

桜並木と調和する

壁面のデザイン 

主要道路 

主要な交差点 

5.3.4 景観形成基準（景観法第 8条第 2項第 2号） 

(1) 加賀一・二丁目地区における景観形成の考え方 

加賀一・二丁目地区においては、石神井川と緑道を軸として、石神井川沿いの河川景観の見せ

場、主要道路（学園通り、けやき通り、王子新道、補助 73号線、補助 87号線）、主要な交差点を重

要な場所として配慮した景観の形成を進めます。 

加賀一・二丁目地区内でかつ石神井川沿いの区域（石神井川の河川区域又は河川区域に隣

接する道路もしくは公園・緑地から 20ｍの範囲）は、共通基準と併せて石神井川沿い基準を適用

するものとします。加賀一・二丁目地区内で上記以外の区域は、共通基準を適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5 加賀一・二丁目地区における景観形成の考え方 

加賀一・二丁目地区の石神井川沿いの区域では、石神井川軸地区の基準に加えて、加賀一・二丁目地区

の上乗せ基準を設けているため、建築計画等を行う場合には、石神井川軸地区の基準ではなく、本章 5.3「加

賀一・二丁目地区」の基準を適用するものとします。 

石神井川沿い 石神井川と桜並木 石神井川沿い 

けやき通り沿い けやき通り沿い 学園通り沿い 

レンガパーク 野口研究所 大谷石の歴史的な遺構 

景観形成のイメージ 
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(2) 景観形成基準 

 

① 建築物の建築等・工作物の建設等 

区 分 景観形成基準 

配 置  共通基準  

・ 道路、公園などの公共空間と連続したオープンスペースの確保など、公共空

間との関係に配慮した配置とする。 

・ 壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など、周辺の街並みに配慮した配

置とする。 

・ 公園・緑地周辺では、公園・緑地内外からの眺望や敷地内・敷地周辺の緑の連

続性が保全されるようセットバックなどの建築物の配置や緑の配置に配慮す

る。 

・ 主要道路の沿道や主要な交差点の角地では、建築物は道路からセットバック

して建て、道路への圧迫感の軽減や、歩行環境の向上などゆとりある街並み

景観の形成に努める。 

・ 敷地内に歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、これを生かした建

築物の配置とする。 

・ 商業施設は街並みの連続性に配慮しつつ、ベンチなどのアメニティ施設や、

人が滞留できる機能を備えたオープンスペースを設けるなど、建築物の1 階

部分は、にぎわいある街並みの演出に寄与する建築物の配置に努める。 

・ 工場や倉庫は、道路境界線から壁面をできる限り後退させ、通りへの圧迫感

を軽減するように努める。 

石神井川沿い基準 

・ オープンスペースを設けるなど、建築物は川からセットバックして建て、石

神井川と調和した街並みに配慮した配置とし、緑道への圧迫感の軽減や、ゆ

とりある河川景観の形成に努める。 

・ 河川景観の見せ場（緑道、橋上、川の湾曲部、川沿いの高台）からの眺めを

魅力的にする配置に配慮する。 

高 さ 

・ 

規 模 

共通基準 

・ 道路、河川、公園などの公共空間からの見え方に配慮し、周辺の建築物の高

さ・規模との調和を図る。 

・ 中高層建築物は、高層部を道路側や公園等の公共空間からセットバックした

り、建築物全体を道路側からセットバックしたりするなど配置の工夫によ

り、周辺への圧迫感の軽減や、ゆとりある景観の形成に努める。 

石神井川沿い基準  

・ 石神井川沿いの建築物は、石神井川沿いの歩道などからの眺めが保全されるよ

う、上層部のセットバックを図るなど、川沿いからの眺めに配慮する。 

・ 河川景観の見せ場（緑道、橋上、川の湾曲部、川沿いの高台）からの眺めを

魅力的にする高さ・規模に配慮する。 
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区 分 景観形成基準 

形 態 

・ 

意 匠 

共通基準 

・ 形態・意匠は、建築物全体のバランスだけでなく、周辺建築物等との調和を

図る。特に高さ45mを超える建築物は、周辺建築物と調和した品格ある形

態・意匠とし、遠方からの見え方や美しいスカイライン形成に配慮したもの

とする。 

・ 道路や河川・公園からの見え方に配慮した形態・意匠とする。 

・ 外壁は、長大で単調な壁面となることを避けるなど、街並みに圧迫感を与

えないように配慮した形態・意匠とする。 

・ 建築物の外観は、閉鎖的でない形態・意匠とするなどの工夫により、周囲の

建築物と協調しながら、歩行者目線での街並み景観の魅力化に努める。 

・ 建築物の外壁には、反射光の生じる素材を壁面の大部分にわたって使用すること

を避けるとともに、歩行者の目線に近い低層部の外壁仕上げには、石や木等の

素材感のある材料を用いるように配慮する。 

・ 公園・緑地に隣接する建築物は、これら周辺の緑との調和に配慮した形態・

意匠とする。 

・ 主要道路の沿道では、街並み景観が無表情なものとならないよう、建築物の

通り側の壁面のデザインを工夫する。 

・ 歴史的な建造物の周囲で新築・改築などを行う場合は、形態・意匠・色彩が、

歴史的な建造物と調和するよう努める。 

石神井川沿い基準  

・ 桜並木と調和した建築物の壁面のデザインとする。 

・ 河川景観が無表情、単調なものとならないよう、歩行者からの見え方に配慮し

た建築物の河川側の壁面のデザインを工夫する。 

・ 河川景観の見せ場（緑道、橋上、川の湾曲部、川沿いの高台）からの眺めを

魅力的にし、周辺の景観と調和した形態・意匠に配慮する。 

色 彩 

（外壁基本

色） 

（強調色） 

共通基準 

・ 建築物の外観は、温かみのある色彩・素材を用いたりするなどの工夫に努め

る。 

・ 建築物の中高層部の外壁は、圧迫感を与えないよう色彩に配慮する。 

・ 屋根を設ける場合は、周辺の景観から突出しないように明度や彩度を抑えた色

彩を用いることとする。 

・ 色彩は、下表の色彩基準に適合するとともに、周辺景観との調和を図る。 

《高さ12m未満の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

0.0R～10.0R 

6未満 4以下 

6以上 8.5未満 3以下 

6以上 3以下 
8.5以上 9未満 1.5以下 

0.0YR～5.0YR 
4以上 8.5未満 4以下 

0.0YR～5.0YR 
4以上 8.5未満 4以下 

8.5以上 9未満 1.5以下 4未満及び 8.5以上 3以下 

5.0YR～5.0Y 
4以上 8.5未満 6以下 

5.0YR～5.0Y 
4以上 8.5未満 6以下 

8.5以上 9未満 1.5以下 4未満及び 8.5以上 3以下 

5.0Y～5.0G 4以上 7未満 1以下 5.0Y～5.0G － 1以下 

その他 4以上 6未満 1以下 その他 － 1以下 
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区 分 景観形成基準 

色 彩 

（外壁基

本色） 

（強調色） 

 

《高さ12m以上の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 
4以上 6未満 4以下 

0.0R～10.0R 
6未満 4以下 

6以上 9未満 1.5以下 6以上 3以下 

0.0YR～5.0Y 

4以上 8.5未満 4以下 0.0YR～5.0YR 
4以上 8.5未満 4以下 

4未満及び 8.5以上 3以下 

8.5以上 9未満 1.5以下 5.0YR～5.0Y 
4以上 8.5未満 6以下 

4未満及び 8.5以上 3以下 

その他 4以上 7未満 1以下 その他 － 1以下 

（日本産業規格Ｚ8721に定めるマンセル表色系による） 

※１ 強調色：外壁面の 1/5 以下で使用可能とする。 

※注 自然素材：（木材や石材、土など）については、別途協議を行うものとする。 
 
石神井川沿い基準 

・ 高さ12m未満の中低層部では、桜並木の緑や石神井川の水の色彩と調和した

落ち着きとうるおいのある景観の形成を図るため、外壁基本色は樹木の緑に

馴染む色彩とし、部分的な強調色は、落ち着きが感じられる中彩度までの色

彩とすることとし、それぞれ下表の色彩基準に適合するものとする。 

・ 高さ12m以上の高層部では、桜並木の緑と馴染みつつも、周囲に圧迫感を与

えない色彩とすることとし、高さ12m以上の部分に対する色彩基準（下表参

照）に適合するものとする。 

・ なお、高さ12m以上の高層部では、強調色は極力用いないこととするが、万

が一使用する場合には、落ち着きが感じられる中彩度までの色彩（高さ12m

以上の部分に対する色彩基準に適合するもの）を用いる。 

 

《高さ12m未満の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 
4以上 6未満 4以下 

0.0R～10.0R 
4以上 6未満 4以下 

6以上 7未満 3以下 4未満及び 6以上 3以下 

0.0YR～5.0Y 4以上 7未満 5以下 0.0YR～5.0Y 
4以上 7未満 5以下 

4未満及び 7以上 3以下 

5.0Y～5.0G 4以上 7未満 1以下 5.0Y～5.0G － 1以下 

その他 4以上 6未満 1以下 その他 － 1以下 

 
《高さ12m以上の部分に対する色彩基準》 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 
4以上 6未満 4以下 

0.0R～10.0R 
4以上 6未満 4以下 

6以上 9未満 3以下 4未満及び 6以上 3以下 

0.0YR～5.0Y 
4以上 7未満 5以下 

0.0YR～5.0Y 
4以上 7未満 5以下 

7以上 9未満 3以下 4未満及び 7以上 3以下 

その他 4以上 7未満 1以下 その他 － 1以下 

（日本産業規格Ｚ8721に定めるマンセル表色系による） 

※１ 強調色：外壁面の 1/5 以下で使用可能とする。 

※注 自然素材：（木材や石材、土など）については、別途協議を行うものとする。 

 

 

I 
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区 分 景観形成基準 

色 彩 

（アクセン

ト色） 

・下表の色彩基準に適合するとともに、建物や周囲との調和を損なうことのない

ように、街のスケール感や歩行者の目線に合った節度ある効果的な使い方とす

る。 

・建物のデザイン性を高め、魅力的なまちの表情やにぎわいを演出するために地

域の良好な景観形成に寄与する色彩デザインとする。 

 

区分 色彩基準 

面積の上限 
・外壁各面の 12ｍ以下の部分の 1/20以下で使用可能とする。 

・なお、強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5以下とする。 

節度ある使用 
・外壁基本色、周辺の街並みとの調和を図り、過剰にならないよう配慮す

る。また、屋外広告物との色彩の調和に配慮する。 

使用場所※2 ・建物中低層部である 12ｍ以下 の部分で用いる。 

色数 ・まとまりある色彩計画を行い、必要以上に色数を増やさない。 

彩度の 

上限※2 

アクセント色 

色相 彩度 

0.0R～5.0Y 彩度 8以下 

5.0Y～5.0G 彩度 6以下 

その他の色相 彩度 4以下 

（日本産業規格 Z8721 に定めるマンセル表色系による） 
 

※2 ただし、区が認める場合にはこの限りではない。 

 

・上記のほか地域性を考慮し、周囲から突出した色彩を控えると共に、周辺の緑

や敷地内植栽が美しく映える色彩計画を行う。 
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区 分 景観形成基準 

公開空地 

・ 

外 構 

・ 

緑 化 

共通基準 

（緑化） 

・ 通りに面する部分には、生け垣を設けたり、足元に植栽を施したりするな

ど、敷地の際を緑や花で彩るように努める。 

・ 敷地の通り側には、樹木を植えるように努め、既存の樹木とともに街並み

景観の演出を図る。 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺の緑と連続させる。また、屋上や壁

面の緑化を積極的に行う。 

・ 敷地内のオープンスペースには、四季折々の花や樹木を植えるなど、潤い

ある緑づくりを進める。 

・ 緑化に当たっては、樹種の選定や緑の連続性に配慮し、周辺の景観との調

和を図るとともに、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫

する。特に石神井川の周辺では、桜並木との調和を意識した樹種を選定す

る。 

（オープンスペース・外構） 

・ 隣接するオープンスペースとの連続性に配慮し、安心・安全で快適な歩行

者空間を確保するよう努める。 

・ 公開空地等のオープンスペースが、区民の憩いの場となるよう、植栽、ベ

ンチ等の設置等による工夫を図るように配慮する。 

・ 通りに面する部分には、ブロック塀や万年塀を設けないように努める。 

・ 塀や垣・柵を設ける場合は、見通しのよいものとするほか、道路境界線か

らこれらを後退させたり、地盤面からの高さを低くしたりして敷地内外か

らの見通しを確保するなど、通りへの圧迫感を軽減し、通りに対して閉鎖

的にならないよう努める。 

・ 外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷地や

道路など、周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。 

（場所性、用途による配慮） 

・ 主要な交差点に接する部分では、交差点の表情を豊かにするアクセントを

設置するように努める。 

・ 歴史的な建造物のある敷地や、その周辺の敷地においては、歴史的な建造

物の見え方に配慮するとともに、オープンスペースを設けたり、緑化する

などし、その魅力を高めるよう努める。 

・ 加賀の歴史を物語る碑やモニュメントなどが設置されている場所では、そ

の周囲に、人々が立ち止まることのできるスペースの確保に努める。 

・ 商業施設で公開空地等のオープンスペースを設ける場合には、にぎわいあ

る街並みの演出に配慮し、ベンチ等のアメニティ施設を設置するなど、空

地の活用方法を工夫する。 

・ 工場や倉庫の接道部は、開放的な柵などを利用した緑化や歩行者のための

オープンスペースを道路側に設けるなど、沿道に圧迫感を与えないよう、

街並みの形成に配慮する。 

  

二
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区 分 景観形成基準 

公開空地 

・ 

外 構 

・ 

緑 化 

 

石神井川沿い基準 

（緑化） 

・石神井川沿いの樹木との連続性に配慮し、敷地内の緑化を図り、特に公共

空間に向けた緑の配置に努める。 

・桜並木との調和を意識した樹種を選定する。 

（夜間景観） 

・川沿いの敷地では、夜間に暗くならないよう、夜間景観に配慮する。 

 

 

駐車場な

どの 

付属物 

共通基準 

（駐車場、駐輪場、自動販売機、ごみ置き場などの付属施設） 

・ 駐車場や駐輪場、自動販売機などの建築物に付属する施設や設置物等につ

いては、公共空間からの見え方に配慮した配置とする。 

・ 建築物に付属する駐車場（立体駐車場を含む）や自動販売機、ごみ置き場

などの設置物が、通りから直接見えにくい構造とする。やむを得ない場合に

は、植樹・植裁を施す、色彩を工夫するなど、通りから目立たないように努

める。 

（設備等） 

・ 屋根・屋上に設備等がある場合は、建築物と一体的に計画するなど周囲か

らの見え方に配慮する。 

・ 建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体との調和を図る。 

（照明） 

・ 点滅する光源や色の変化など、過度な照明は避けるように努める。 

・ １階部分に店舗・事務所等を配置する場合は、夜間に暗くならないようラ

イトアップするなど、夜間景観にも配慮した形態・意匠とする。 

（屋外広告物） 

・ 看板などの屋外広告物は、デザインの統一や共架・統合を図るなど、加賀の

品格を高めるよう努めるほか、周辺の看板などの高さ、位置にも配慮した

ものとする。 

石神井川沿い基準 

（駐車場、駐輪場、自動販売機などの付属施設） 

・ 駐車場や駐輪場、自動販売機などの建築物に付属する施設や設置物等につ

いては、石神井川沿いの歩道などからの眺めに配慮した配置とする。やむ

を得ず河川側に面して配置する場合には、緑化による遮蔽に努めるほか、

色彩を工夫するなど、通りから目立たないように努める。 

（設備等） 

・ 屋根・屋上に設備等がある場合には、建築物と一体的に計画するほか、植

栽や自然素材を用いた囲いで蔽うなど、歩行者からの見え方に配慮する。 

《解説：緑化について》 

小規模な敷地：戸建住宅等の敷地においては、石神井川沿いに生垣やプランター、 

シンボルツリーを設けるなど、可能な範囲での緑化を図る 

大規模な敷地：「東京都板橋区緑化の推進に関する条例」にて求められる緑化を 

できる限り石神井川に向けて配置する 

『―-----
＇ ＇ ＇ ＇ ＇ 
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② 開発行為 

区 分 景観形成基準 

土地 

利用 

・ 周辺地域の土地利用に配慮した計画とする。 

・ 事業地内の空地と建築物の配置について、周辺地域との連続性に配慮する。 

・ 事業地内に歴史的な遺構や残すべき自然がある場合や、区画割りにより不整形

な土地が生じる場合には、それらの場所を緑地やオープンスペースとして活用

するなど、地域の良好な景観の形成を図る。 

・ 電線類については、目立たない場所に設置するなどの工夫をする。 

造成等 ・ 大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 

・ 擁壁や法面では、壁面緑化等を行うことにより、圧迫感を軽減する。 

・ 石神井川沿いの造成では、桜並木や緑道といった景観や生態系に配慮する。 

緑 化 ・ 既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路などの公共空間から見え

るような配置とする。 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいのある

空間を創出する。 

 

③ 土地の造成（墓地や資材置き場、駐車場の造成） 

区 分 景観形成基準 

色 彩 ・ 塀や柵などの工作物を設ける場合には、周辺の景観から突出しないように明度

や彩度を抑えた色彩を用いることとする。 

緑 化 ・ 敷地外縁部には、緑化を図るなどにより、直接外部から見通せないよう努める。 

・ 既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路などの公共空間から見え

るような配置とする。 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいのある

空間を創出する。 

 

④ 堆積（屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積） 

景観形成基準 

・ 屋外における物件の集積又は貯蔵は、石神井川沿いの桜並木や緑道に配慮して配置し、高さ

を抑えた、整然とした積み上げ方とし、周辺に圧迫感を与えないようにする。 

・ 堆積物が、石神井川や周辺の道路、公園などの公共空間から見えないよう、生垣等により、

直接外部から見通せないよう努め、周辺の景観と調和するよう配慮する。 
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5.4 常盤台一丁目・二丁目地区 

5.4.1 対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常盤台一丁目、二丁目の範囲とします（ただし、環状７号線沿道地区計画区域及び同沿道地区計画

区域以南の区域を除く）。（下図の茶線の内側の区域とします。） 

図 5-6 常盤台一丁目・二丁目地区の区域 

常盤台一丁目（ただし、板橋区環状７号線沿道地区計画区域及び同沿道地区計画区域

以南の区域を除く）、常盤台二丁目 

ときわ台駅 

南常盤台一丁目 

前野町一丁目 
前野町二丁目 

富士見町 

環状七号線 

東武東上線 

富士見街道 

常盤台 

三丁目 

：プロムナード 

凡例 

：クルドサック 

：ロードベイ 

：フットパス、 

サービス道路 

ときわ台駅前商業地 

駅前以外の商業地 

中層住宅地 

低層住宅地 
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5.4.2 景観形成の方針（景観法第 8条第 3項） 

 常盤台一丁目・二丁目地区の特性を生かした良好な景観の形成を図るため、板橋区全体の景観形

成の基本方針に加えて遵守すべき、地区独自の景観形成の方針を以下に示します。 

 

【常盤台一丁目・二丁目地区の景観形成の方針】 

・ときわ台の歴史・文化的資源を生かした趣のある景観の形成 

 駅前ロータリーのヒマラヤ杉とケヤキの保全を図り、まちのシンボルとして生かした景

観の形成を図る。 

 駅前ロータリー、公園、プロムナード（環状道路）、クルドサック（袋小路）、ロードベ

イ（道路沿い空き緑地）、フットパス・サービス道路（歩行者系通路）などを生かした

景観の形成を図る。 

 自然石を使用した石垣などの歴史的な遺構の保全・活用を図る。 

 

・公共空間と調和した品位と落ち着きのあるたたずまいや、ゆとりやうるおいのある街並み景 

観の形成 

 曲線の道や緩やかな坂道などの変化のある街路構成に連動した街並み景観の形成を図

る。 

 公共空間と周辺の建築物の連続性、地区特性を踏まえた壁面の後退、建築物の高さや色

彩の調和等に配慮した街並み景観の形成を図る。 

 住宅地の落ち着きや駅前の楽しさなどの多様な表情のあるおしゃれな街並み景観の形

成を図る。 

 

・四季の彩りが豊かで連続性のある緑の景観ネットワークの形成 

 街路樹、公園の緑などの基盤となる緑の整備を図る。 

 季節感のある樹木、常緑の庭木や生垣等、住民の努力によって敷地内の緑の保全と創出

を図り、接道部の量感と連続性のある緑の景観づくりを進める。特に、敷地の接道長さ

（間口）が短くなる場合には、緑の配置に工夫する。 

 

・区民・事業者・区の連携による一時的な行為や維持管理にも配慮した美しい心の景観の形成 

 自転車の駐輪、広告物の掲出等の生活に伴う行為等に配慮するとともに、吸い殻やゴミ

のない景観の維持活動を進める。 

 公共の緑の管理・保全等、住民参加による公共空間の景観づくりを進める。 

 工事用仮設物、仮設建築物等は、良好な景観を損なわないよう設置位置、形態・意匠、

色彩等に配慮する。 
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5.4.3 届出対象行為と届出規模（景観法第 8条第 2項第 2号） 

常盤台一丁目・二丁目地区における届出対象行為とその規模は、以下に示す通りとします。 

表 5－4 常盤台一丁目・二丁目地区における届出対象行為と届出規模 

種別 届出対象行為 届出規模 

建築物 

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替、色彩の変更又は景観計画の基

準に適合していない物件の同色の塗替 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

ただし、以下に該当するものを除く 

１）工事に必要な仮設の建築物の新築、増

築、改築、移転又は外観の模様替若し

くは色彩の変更 

工作物 

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替、色彩の変更又は景観計画の基

準に適合していない物件の同色の塗替 

【対象となる工作物】 

・ 煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔又は物見

塔その他これらに類するもの※ 

・ 昇降機、ウォーターシュート又はコ

ースターその他これらに類するもの

（回転運動をする遊戯施設を含む） 

・ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設又は自

動車車庫（建築物である物を除く）そ

の他これらに類するもの 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

開発行為 

都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開

発行為 

（主として建築物の建築又は特定工作

物の建設の用に供する目的で行う土地

の区画形質の変更） 

開発区域面積 500㎡以上 

土地の 

造成 
墓地、資材置き場又は駐車場の造成 

【墓地や資材置き場】 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

ただし以下に該当するものを除く 

１）建設工事等に伴う一時的な仮置き 

【駐車場】 

収容能力 5台以上の自動車駐車場 

ただし以下に該当するものを除く 

１）建築物に付属する駐車場 

堆積 
屋外における土石、廃棄物又は再生資源

その他の物件の堆積 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

ただし、以下に該当するものを除く 

１）堆積の期間が 90日を超えないもの 

 

※ 架空電線路用並びに電気事業法第 2 条第 1 項第１７号に規定する電気事業者の保安通信設備用のもの（擁壁を含

む）並びに電気通信事業法第 2 条第１項第５号に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。 

ときわ台景観ガイドラインについて 

常盤台一丁目（一部区域を除く）・二丁目では、良好な街並み景観を維持、保全等する目的から、

ＮＰＯ法人ときわ台しゃれ街協議会が東京都の「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づき、

知事承認された「ときわ台景観ガイドライン」を運用しています。 

本制度に基づき、建築行為等を行おうとする者は本協議会と事前協議が必要となります。 

本ガイドラインも板橋区の景観計画も良好な景観づくりを目指し、運用しているものです。区へ

の事前協議、届出とは別に、本協議会ともこれまで同様、事前協議を行ってください。 

一
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5.4.4 景観形成基準（景観法第 8条第 2項第 2号） 

 

(1) 常盤台一丁目・二丁目地区における景観形成の考え方 

   常盤台一丁目・二丁目地区においては、戦前に開発された健康住宅地の基盤を生かした緑あふ

れる景観の形成を基本とし、駅前のヒマラヤ杉とケヤキをまちのシンボルと捉え、緑豊かな住宅地と

にぎわいなどの魅力ある表情を持つ商業地の景観との調和、道路・公共空間からの良好な景観の形

成や緑が連続した景観の形成を進めます。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7 常盤台一丁目・二丁目地区における景観形成の考え方 

中央に植樹帯を備えたプロムナード 

富士見街道の商店街 高低差のある敷地の住宅 東西を結ぶ幹線道路 

大谷石の石垣と生垣 

駅前ロータリーのヒマラヤ杉 駅前ロータリーのケヤキとヒマラヤ杉 駅前の商業施設の低層部 

クルドサック 

緑のつながり 

地区のシンボルとなる駅前ロータリー

のヒマラヤ杉、ケヤキ 

プロムナード 
駅前商業地の低層部などのにぎ

わいのある表情のつながり 

駅前ロータリー 

ヒマラヤ杉やケヤキ

への眺め 

景観形成のイメージ 
地区のシンボルとなる駅前ロータリー

のヒマラヤ杉、ケヤキ 

 

緑のつながり 
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(2) 景観形成基準 

 

① 建築物の建築等・工作物の建設等 

区 分 景観形成基準 

配 置 ・ 道路・公園・駅前ロータリーなどの公共空間に隣接する建築物は、公共空間側に

オープンスペースを設けるなど、公共空間と一体となった街並み景観の形成を意

識した配置とする。 

・ 敷地周辺の緑の連続性が保全されるよう、建築物の配置や緑の配置に配慮する。 

・ 景観重要公共施設に位置づけられているクルドサック、プロムナード、ロードベ

イ周辺では、これら公共施設からの眺めに配慮して、建築物の配置を工夫する。 

・ 敷地内や周辺に歴史的な遺構や残すべき自然などがある場合は、これを生かした

建築物の配置とする。 

・ 住宅地では、壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など、周辺の街並みや

ゆとりのある街並み景観の形成に配慮した配置とする。 

・ プロムナード沿道の建築物は、自動車の出入り等により街路樹や道路中央の植込

みを切断することのないよう、植栽の保全に配慮した配置に努める。 

・ 商業地、商店街又は商業施設では、街並みの連続性に配慮しつつ、ベンチなどの

アメニティ施設や人が滞留できる機能を備えたオープンスペースを設けるなど、

建築物の 1階部分はにぎわいとうるおいのある街並みの演出とともに、敷地内に

駐輪場を設けるなど、快適な歩行者空間を確保できる建築物の配置に努める。 

・ 工場や倉庫の接道部は、道路境界線から壁面をできる限り後退させ、通りへの圧

迫感を軽減するように努める。 

高 さ 

・ 

規 模 

・ 道路、公園などの公共空間からの見え方に配慮し、周辺の建築物の高さ・規模と

の調和を図る。特に、ときわ台駅前や道路向かい側、あるいは後背の住宅地から

調和のとれた眺望が保全されるよう、周辺の建築物の高さ・規模との調和を図る。 

・ 低層住宅地では、周辺の街並みとの調和に配慮するとともに、圧迫感の軽減に努

める。 

・ 中層住宅地では、低層住宅地との調和に配慮するとともに、圧迫感の軽減に努め

る。 

・ ときわ台駅前商業地では、駅から住宅地に連なる一体の街並みの連続感を大切に

し、周辺との調和に配慮するとともに、上層部のセットバックを図るなど、低層

住宅地や中層住宅地への圧迫感の軽減に努める。 

・ 駅前以外の商業地では、街並みの連続性に配慮するとともに、圧迫感の軽減に努

める。 
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区 分 景観形成基準 

形 態 

・ 

意 匠 

・ 形態・意匠は、建築物全体のバランスだけでなく、周辺建築物等との調和を

図る。 

・ 商業地又は商店街では、街並みの連続性、店舗としての連続性に配慮する。 

・ 周辺に、歴史的な遺構や残すべき自然がある場合は、これらの地域資源と調

和した形態・意匠、色彩とする。 

・ 景観重要公共施設に位置づけられているクルドサック、プロムナード、ロード

ベイ周辺では、これら公共施設からの眺めに配慮した形態・意匠、色彩とする。 

・ 大きな壁面となる場合には、窓の設置、凹凸や庇等による陰影を設ける等、

長大で平滑な壁面を避け、単調な景観にならないよう配慮する。 

・ 低層住宅地では、屋根は可能な限り勾配屋根とする。 

・ 公園・緑地に隣接する建築物は、これら周辺の緑との調和に配慮した形態・

意匠、色彩とする。 

・ 住宅地の建築物及び住宅の外壁には、反射光の生じる素材をできる限り使用

することを避けるとともに、歩行者の目線に近い低層部の外壁仕上げには、

石や木等の素材感のある材料を用いるよう努める。 

・ 商業地又は商店街では、街並みやにぎわいが連続するよう配慮するととも

に、店舗・事務所にあっては広い開口部やショーウィンドウを設置するな

ど、常盤台にふさわしい魅力のある表情づくりに配慮した形態・意匠を工夫

する。 

色 彩 

（外壁基本

色） 

（強調色） 

・ 豊かで文化的な景観の形成を図るため、色彩は、樹木の緑と調和する色彩で、

かつ視覚にやさしく落ち着きのある色彩とする。 

・ 屋根は周辺の景観から突出しないように明度や彩度を抑えた色彩を用いるこ

ととする。 

・ 色彩は、下表の色彩基準に適合するとともに、周辺景観との調和を図る。 

《ときわ台駅前商業地及び駅前以外の商業地の色彩基準》 

 

 

  

 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

O.0R～10.0R 

6未満 4以下 

6以上 8.5未満 3以下 
6以上 3以下 

8.5以上 9以下 1.5以下 

0.0YR～5.0YR 
4以上 8.5未満 4以下 

0.0YR～5.0YR 
8.5未満 4以下 

8.5以上 9以下 1.5以下 8.5以上 3以下 

5.0YR～5.0Y 
4以上 8.5未満 6以下 

5.0YR～5.0Y 
8.5未満 6以下 

8.5以上 9以下 1.5以下 8.5以上 3以下 

5.0Y～5.0G 4以上 7未満 1以下 5.0Y～5.0G － 1以下 

その他 4以上 6未満 1以下 その他 － 1以下 
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区 分 景観形成基準 

色 彩 

（ 外 壁 基

本色） 

（強調色） 

《中層住宅地及び低層住宅地の色彩基準》 

色 彩 

（アクセン

ト色） 

・下表の色彩基準に適合するとともに、建物や周囲との調和を損なうことのない

ように、街のスケール感や歩行者の目線に合った節度ある効果的な使い方と

する。 

・建物のデザイン性を高め、魅力的なまちの表情やにぎわいを演出するために地

域の良好な景観形成に寄与する色彩デザインとする。 

 

区分 色彩基準 

面積の 

上限 

・外壁各面の 10ｍ以下の部分の 1/20以下で使用可能とする。 

・なお、強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5以下とする。 

節度ある 

使用 

・外壁基本色、周辺の街並みとの調和を図り、過剰にならないよう配慮す

る。また、屋外広告物との色彩の調和に配慮する。 

使用場所※2 ・建物低層部である 10ｍ以下 の部分で用いる。 

色数 ・まとまりある色彩計画を行い、必要以上に色数を増やさない。 

彩度の 

上限※2 

アクセント色 

色相 彩度 

0.0R～5.0Y 彩度 8以下 

5.0Y～5.0G 彩度 6以下 

その他の色相 彩度 4以下 

（日本産業規格 Z8721 に定めるマンセル表色系による） 
 

※2 ただし、区が認める場合にはこの限りではない。 

 

・上記のほか地域性を考慮し、ときわ台駅前商業地及び駅前以外の商業地ではに

ぎわいを演出するような色彩計画を行う。 

・上記のほか地域性を考慮し、中層住宅地及び低層住宅地では、品位と温かみの

ある落ち着いた住宅地に配慮し、周囲から突出した色彩を控えると共に、周辺

の緑や敷地内植栽が美しく映える色彩計画を行う。 

外壁基本色 強調色※1 

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度 

0.0R～10.0R 

4以上 6未満 4以下 

0.0R～10.0R 

6未満 4以下 

6以上 8.5未満 3以下 
6以上 3以下 

8.5以上 9以下 1.5以下 

0.0YR～5.0YR 

4以上 7未満 4以下 

0.0YR～5.0YR 

7未満 4以下 

7以上 8.5未満 3以下 
7以上 3以下 

8.5以上 9以下 1.5以下 

5.0YR～5.0Y 

4以上 7未満 6以下 

5.0YR～5.0Y 

7未満 6以下 

7以上 8.5未満 3以下 
7以上 3以下 

8.5以上 9以下 1.5以下 

5.0Y～5.0G 4以上 7未満 1以下 5.0Y～5.0G － 1以下 

（日本産業規格Ｚ8721 に定めるマンセル表色系による） 

※1 強調色：外壁面の 1/5以下で使用可能とする。 

※注 自然素材：（木材や石材、土など）については、別途協議を行うものとする。 
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区 分 景観形成基準 

公開空地 

・ 

外 構 

・ 

緑 化 

（緑化） 

・ 敷地内にある既存の樹木の保全に努めるとともに、道路に面する部分や角地、

玄関周りの緑化を図り、沿道にうるおいのある街並み景観の形成に努める。 

・ プロムナード沿道では、街路樹や道路中央の植込みとの調和を図るとともに、

曲がり道の景観を生かし、緑の連続性の確保に努める。 

・ 緑化に当たっては、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。

住宅地では、樹種の選定にあたっては、一年を通して四季の変化を感じられる

緑、生き物との共存等を総合的に考慮することとする。 

（オープンスペース・外構） 

・ 外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷地や道路

など、周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。 

・ 商業地、商店街又は商業施設において、公開空地等のオープンスペースを設け

る場合には、にぎわいある街並みの演出に配慮し、ベンチ等のアメニティ施設

を設置するなど、空地の活用方法を工夫する。 

・ 工場や倉庫の接道部は、開放的な柵などを利用した緑化や歩行者のためのオー

プンスペースを設けるなど、沿道に圧迫感を与えないよう、街並みの形成に配

慮する。 

（その他） 

・ 敷地接道部分に塀や垣・柵、また駐車場などにシャッターを設ける場合は、視

線の透過可能な構造や形状、または生垣とするなどの工夫をする。やむを得な

い場合には、道路境界線からこれらを後退させたり、形態を分節・分割したり、

緑と組み合わせたりするなど、通りへの圧迫感を軽減し、うるおいを与えるよ

う努める。 

・ 擁壁を設置する場合は、できる限り低く抑え、自然石等を使用するよう努め

る。 

駐車場など

の付属物 

（駐車場、駐輪場、自動販売機、空調室外機、ゴミ置き場などの付属物） 

・ 駐車場や駐輪場などの建築物に付属する施設や設置物等については、公共空間

からの見え方に配慮した配置とする。 

・ 建築物に付属する駐車場（立体駐車場を含む）や自動販売機、空調室外機、ご

み置き場などの設置物が、通りから直接見えにくい構造とする。やむを得ない

場合には、植樹・植栽の実施、ルーバー・柵等の設置、色彩による修景に努め

る。 

（設備等） 

・ 屋根・屋上に設備等がある場合は、建築物と一体的に計画するほか、植栽や自

然素材、ルーバー・柵を用いた囲いにより修景を図るなど、周囲からの見え方

に配慮する。 

・ 建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体との調和を図る。 
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区 分 景観形成基準 

駐車場など

の付属物 

（照明等） 

・ 住宅地及びその周辺では、夜間に暗くならないよう、夜間景観に配慮するとと

もに、点滅する光源や色の変化など、過度な照明は避けるように努める。 

・ 商業地又は商店街では、1階部分を事務所・店舗等とする場合は、夜間に暗く

ならないようライトアップするなど、夜間景観にも配慮した形態・意匠とする。 

（屋外広告物） 

・ 看板などの屋外広告物は、デザインの統一や共架・統合を図るなど、まとまり

のある街並みの形成に努めるほか、周辺看板の高さ、位置にも配慮したものと

する。 
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② 開発行為 

区 分 景観形成基準 

土地 

利用 

・ 周辺地域の土地利用に配慮した計画とする。 

・ 事業地内の空地と建築物の配置について、周辺地域との連続性に配慮する。 

・ 事業地内に歴史的な遺構や残すべき自然がある場合や、区画割りにより不整形な

土地が生じる場合には、それらの場所を緑地やオープンスペースとして活用する

など、地域の良好な景観の形成を図る。 

・ 電線類については、目立たない場所に設置するなどの工夫をする。 

造成等 ・ 大幅な地形の改変を避け、擁壁や法面などは最小限にする。 

・ 擁壁や法面は、自然素材を用いたり、壁面緑化等を行うことにより、圧迫感を軽

減する。 

緑 化 ・ 既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路などの公共空間から見える

ような配置とする。 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいのある空

間を創出する。 

 

③ 土地の造成（墓地や資材置き場、駐車場の造成） 

区 分 景観形成基準 

色 彩 ・ 塀や柵などの工作物を設ける場合には、周辺の景観から突出しないように明度や

彩度を抑えた色彩を用いることとする。 

緑 化 ・ 敷地外縁部には、緑化を図るなどにより、直接外部から見通せないよう努める。 

・ 既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路などの公共空間から見える

ような配置とする。 

・ 敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいのある空

間を創出する。 

 

④ 堆積（屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積） 

景観形成基準 

・ 屋外における物件の集積又は貯蔵は、公共施設に配慮して配置し、高さを抑えた、整然とし

た積み上げ方とし、周辺に圧迫感を与えないようにする。 

・ 堆積物が、周辺の道路、公園などの公共空間から見えないよう、生垣等により、直接外部か

ら見通せないよう努め、周辺の景観と調和するよう配慮する。 
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5.5 板橋宿不動通り地区 

5．5．1 対象区域 

旧中山道沿いの板橋宿不動通り商店街で、国道 17 号線から王子新道までの間の道路の

道路境界線から、20m の範囲を対象区域とします。 

なお、対象区域内に敷地の一部が含まれる場合には、その敷地全体が対象区域に含ま

れるものとします。 

 

  

図 5－7 板橋宿不動通り地区の区域 

※板橋特別区道第 2099 号線（板橋宿不動通り商店街）

に面する敷地であり、図の表示は模式的なものです 
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５．５．２ 景観形成の方針（景観法第８条第３項） 

板橋宿不動通り地区の特性を生かした良好な景観の形成を図るため、板橋区全域の景

観形成の基本方針に加えて遵守すべき、地区独自の景観形成の方針を以下に示します。 

 

【板橋宿不動通り地区の景観形成の方針】 

・旧中山道板橋宿の歴史・文化的資源を生かした風情ある街並み景観の形成 

➢旧中山道板橋宿の歴史・文化的資源を大切にし、生かした景観の形成を図る。 

 

➢旧中山道板橋宿のまちのスケール感に配慮し、歴史・文化的資源と調和した景観の

形成を図る。 

 

➢旧中山道板橋宿としての落ち着いた印象のデザインや色彩により、風情ある街並み

景観づくりを進める。 

 

・公共空間の一つである不動通り等と一体となった、人が集いにぎわいのある商

店街景観の形成 

➢気軽に人が立ち寄り、自然とにぎわいが生まれるよう、不動通りに面する部分に歩

行者が憩える場を提供するよう努める。 

 

➢商店街としての街並みやにぎわいが連続するよう、公共空間と周辺の建築物や緑、

屋外広告物など、つながりに配慮した景観の形成を図る。 

 

➢商店街の魅力を楽しめる場所やオープンスペースの設置に努め、まち歩きや散策を

楽しめる工夫をするなど、歩行者の回遊性を高めるよう努める。 

 

・かつての宿場町としてのたたずまいを大切にし、訪れた人が懐かしさややすら

ぎを感じられる景観の形成 

➢通りに面する部分や店先など、身近なところから緑を育て、うるおいのある景観づ

くりを進める。 

➢宿場町らしさに配慮した温かみのある夜間景観の形成に努める。 

 

➢訪れた人が懐かしさややすらぎを感じられるよう、かつての宿場町としてのたたず

まいの演出に努める。 
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５．５．３ 届出対象行為と届出規模（景観法第８条第２項第２号） 

板橋宿不動通り地区における届出対象行為とその規模は、以下に示す通りとします。 

 

表 5－5 板橋宿不動通り地区における届出対象行為と届出規模 

種別 届出対象行為 届出規模 

建築物 

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替、色彩の変更又は景観計画の基

準に適合していない物件の同色の塗替 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

ただし、以下に該当するものを除く 

１）工事に必要な仮設の建築物の新築、増築、

改築、移転又は外観の模様替若しくは色

彩の変更 

工作物 

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替、色彩の変更又は景観計画の基

準に適合していない物件の同色の塗替 

【対象となる工作物】 

・ 煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔又は物見

塔その他これらに類するもの※ 

・ 昇降機、ウォーターシュート又はコ

ースターその他これらに類するもの

（回転運動をする遊戯施設を含む） 

・ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設又は自

動車車庫（建築物である物を除く）そ

の他これらに類するもの 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

開発行為 

都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開

発行為 

（主として建築物の建築又は特定工作

物の建設の用に供する目的で行う土地

の区画形質の変更） 

開発区域面積 500㎡以上 

土地の 

造成 
墓地、資材置き場又は駐車場の造成 

【墓地や資材置き場】 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

ただし以下に該当するものを除く 

１）建設工事等に伴う一時的な仮置き 

【駐車場】 

収容能力 20台以上の自動車駐車場 

ただし以下に該当するものを除く 

１）建築物に付属する駐車場 

堆積 
屋外における土石、廃棄物又は再生資源

その他の物件の堆積 

規模に関係なく、対象地域内のすべての行為 

ただし、以下に該当するものを除く 

１）堆積の期間が 90日を超えないもの 

※ 架空電線路用並びに電気事業法第 2 条第 1 項第１７号に規程する電気事業者の保安通信設備用のもの（擁壁を

含む）並びに電気通信事業法第 2 条第１項第５号に規程する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。 
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５．５．４ 景観形成基準（景観法第８条第２項第２号） 

⑴ 板橋宿不動通り地区における景観形成の考え方 

 板橋宿不動通り地区においては、地元住民や商店街が区と協同で「板橋宿不動通り地

区景観まちづくりプラン（素案）」を策定しました。それを基礎とし、将来のまちの景

観の方向性をちょっと寄ってって 板橋宿と定め、ちょっと寄ってみたくなる景観・

板橋宿の面影を感じさせる景観を目指した景観の形成を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観形成のイメージ 

図 5－8 板橋宿不動通り地区における景観形成の考え方 

電線地中化・美装化 店先の小さな緑 由緒ある建物 

歴史的資源 街路樹や広場の緑 木製看板 
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⑵ 景観形成基準 

① 建築物の建築等・工作物の建設等 

 

区分 景観形成基準 

配置 ・道路などの公共空間に隣接する建築物は、公共空間側へオープンスペースを

設けるなど、不動通り等と一体となった街並みの形成に配慮する。 

・敷地内や周辺に、歴史的な遺構や残すべき景観資源がある場合は、これらを

極力保全するとともに、これらを生かした建築物の配置とする。 

・旧中山道の道幅に合ったスケールを意識し、壁面の位置の連続性や適切な隣

棟間隔の確保など、周辺の街並みに配慮した配置とする。 

・街並みの連続性に配慮しつつ、ベンチなどのアメニティ施設や、人が滞留で

きる機能を備えたオープンスペースを設けるなど、建築物の１階部分は、に

ぎわいある街並みの演出に寄与する建築物の配置に努める。 

 

高さ 

・ 

規模 

・旧中山道を歩く歩行者からの見え方に配慮し、周辺の建築物の高さ・規模と

の調和を図る。 

・街並みとの連続性に配慮するとともに、圧迫感の軽減に努める。 

 

形態 

・ 

意匠 

・形態・意匠は、建築物全体のバランスだけでなく、周辺建築物等との調和を

図る。 

・街並みの連続性、店舗としての連続性に配慮する。 

・周辺に、歴史的な遺構や残すべき景観資源がある場合は、これらの地域資源

と調和した形態・意匠、色彩とする。 

・低層部では、間口などのスケール感を意識し宿場町らしさが感じられるよう

なデザインの街並みの連続性に配慮する。 

・高層部は、落ち着いた色彩やデザインとし、極力目立たないように配慮する。 

・外壁は、長大で単調な壁面となることを避けるなど、街並みに圧迫感を与え

ないように配慮した形態・意匠とする。 

・旧中山道からの見え方に配慮した形態・意匠、色彩とする。 

・外壁には、反射光の生じる素材を壁面の大部分にわたって使用することを避

けるとともに、歩行者の目線に近い低層部の外壁仕上げには、伝統的な材料、

石や木等の素材感のある材料を用いるよう努める。 

・街並みやにぎわいが連続するよう店舗の連続性に配慮するとともに、店舗・

事務所にあっては開口部やショーウィンドウを設置するなど、にぎわいや宿

場町らしさに配慮した形態・意匠とする。 
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区分 景観形成基準 

色彩 

（外壁 

基本色） 

（強調色） 

・伝統的な材料を用いるなど、温かく落ち着いた色彩を基調とし、下表の色彩

基準に適合するとともに、周辺景観との調和を図る。 

外壁基本色 強調色
※１ 

色相 明度 彩度 色相 彩度 

0R～4.9YR 
4 以上 8.5 未満の場合 4 以下 

0R～4.9YR 4 以下 
8.5 以上の場合 1.5 以下 

5.0YR～

5.0Y 

4 以上 8.5 未満の場合 6 以下 5.0YR～

5.0Y 
6 以下 

8.5 以上の場合 2 以下 

その他 4 以上 8.5 未満の場合 2 以下 その他 2 以下 

（日本産業規格 Z8721 に定めるマンセル表色系による） 

※１ 強調色：外壁各面の１/５以下で使用可能とする 

※注 自然素材（木材や石材、土など）については、別途協議を行うものとする 
 

色彩 

（アクセ 

ント色） 

・アクセント色を使用する場合にあっては、下表の色彩基準に適合するととも

に、建物や周囲との調和を損なうことのないように、街のスケール感や歩行

者の目線に合った節度ある効果的な使い方とし、地域の良好な景観形成に寄

与する色彩デザインとする。 

区分 色彩基準 

面積の 

上限 

・外壁各面の 12ｍ以下の部分の 1/20 以下で使用可能とする。 
・なお、強調色との面積の合計は、外壁各面の 1/5 以下とする。 

節度ある

使用 

・外壁基本色、周辺の街並みとの調和を図り、過剰にならないよう
配慮する。また、屋外広告物との色彩の調和に配慮する。 

使用場所
※2 

・建物中低層部である 12ｍ以下 の部分で用いる。 

色数 ・まとまりある色彩計画を行い、必要以上に色数を増やさない。 

彩度の 

上限※2 

アクセント色 

色相 彩度 

0.0R～5.0Y 彩度 8 以下 

5.0Y～5.0G 彩度 6 以下 

その他の色相 彩度 4 以下 

（日本産業規格 Z8721 に定めるマンセル表色系による） 
 

※2 ただし、区が認める場合にはこの限りではない。 

・上記のほか地域性を考慮し、商店街としてのにぎわいの演出に努めるととも

に、宿場町らしさが感じられる色彩計画を行う。 
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区分 景観形成基準 

公開 

空地 

・ 

外構 

・ 

緑化 

(緑化) 

・敷地内はできる限り緑化を図るとともに、通りに面する部分や角地、玄関周

りには、宿場町らしいしつらえやたたずまいの植栽帯を設けるなどで緑化

を図り、沿道にうるおいのある街並み景観の形成に努める。 

・緑化に当たっては、樹種の選定に配慮し、周辺の景観との調和を図るととも

に、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。 

(オープンスペース・外構) 

・外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷地・道

路、街角・角地などの人の視線が集まりやすい場所を意識し、周辺の街並み

と調和を図った色調や素材とする。 

・入口部分や塀などの外構を伝統的な素材を使用したデザインとするなど、宿

場町らしさに配慮した外構となるよう努める。 

・公開空地等のオープンスペースを設ける場合や敷地内の通りに面する空間

には、にぎわいある街並みの演出に配慮し、うるおいのある憩いの場となる

よう、植栽やベンチ等のアメニティ施設の設置等による工夫を図る。 

(その他) 

・敷地接道部分に塀や垣・柵を設ける場合は、道路境界線からこれらを後退さ

せたり、地盤面からの高さを低くし敷地内外からの見通しを確保するなど、

通りへの圧迫感を軽減するよう努める。 

駐 車 場

な ど の

付属物 

(駐車場や駐輪場、自動販売機、空調室外機、ごみ置き場などの付属施設) 

・駐車場や駐輪場、自動販売機などの建築物に付属する施設や設置物等につい

ては、公共空間からの見え方に配慮した配置とする。 

・建築物に付属する駐車場（立体駐車場を含む）や自動販売機、ごみ置き場な

どの設置物が、通りから直接見えにくい構造とする。やむを得ない場合に

は、植樹・植裁の実施、ルーバー・柵の設置、色彩を工夫するなど、通りか

ら目立たないように努める。 

(設備等) 

・屋根・屋上に設備等がある場合は、建築物と一体的に計画するなど周囲から

の見え方に配慮する。 

・建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体との調和を図る。 

【周辺の土地利用に配慮した照明】 

・点滅する光源や色の変化など、過度な照明は避けるように努める。 

(照明等) 

・１階部分に店舗・事務所等を配置する場合は、夜間に暗くならないようライ

トアップするなど、夜間景観にも配慮した形態・意匠とする。 

・店舗の照明は温かみのある電球色を基本とし、店先に暖色系のあかりを置く

など、良好な夜間景観の演出に努める。 

(屋外広告物) 

・看板などの屋外広告物は、周辺の看板などの高さ、位置を揃えるなど、まと

まりのある街並みの形成に努める。 

・外壁の色彩との調和や宿場町らしさに配慮し、落ち着いた印象を与えるデザ

インに統一するよう努める。 
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② 開発行為 

 

区 分 景観形成基準 

土地 

利用 

・周辺地域の土地利用に配慮した計画とする。 

・事業地内の空地と建築物の配置について、周辺地域との連続性に配慮する。 

・事業地内に歴史的な遺構や残すべき自然がある場合や、区画割りにより不整

形な土地が生じる場合には、それらの場所を緑地やオープンスペースとし

て活用するなど、地域の良好な景観の形成を図る。 

・電線類については、目立たない場所に設置するなどの工夫をする。 

造成等 ・大幅な地形の改変を避け、擁壁や法面などは最小限にする。 

・擁壁や法面は、自然素材を用いたり、壁面緑化等を行うことにより、圧迫感

を軽減する。 

緑 化 ・既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路などの公共空間から見

えるような配置とする。 

・敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいのあ

る空間を創出する。 

 

 

③ 土地の造成（墓地や資材置き場、駐車場の造成） 

 

区 分 景観形成基準 

色 彩 ・塀や柵などの工作物を設ける場合には、周辺の景観から突出しないように明

度や彩度を抑えた色彩を用いることとする。 

緑 化 ・敷地外縁部には、緑化を図るなどにより、直接外部から見通せないよう努め

る。 

・既存の樹木等はできる限り保存し、周囲の公園、道路などの公共空間から見

えるような配置とする。 

・敷地内はできる限り緑化を図り、周辺との調和を図ることで、うるおいのあ

る空間を創出する。 

 

 

④ 堆積（屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積） 

 

景観形成基準 

・ 屋外における物件の集積又は貯蔵は、公共施設に配慮して配置し、高さを抑えた、整

然とした積み上げ方とし、周辺に圧迫感を与えないようにする。 

・ 堆積物が、周辺の道路、公園などの公共空間から見えないよう、生垣等により、直接

外部から見通せないよう努め、周辺の景観と調和するよう配慮する。 
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６ ｌ 屋外広告物の表示等の制限 
（景観法第８条第２項第４号イ） 

 

6.1 屋外広告物の規制誘導に関する基本的な考え方 

(1)屋外広告物とは 

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立

看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示され

たもの並びにこれらに類するものをいいます。（屋外広告物法第 2条第 1項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)屋外広告物の規制誘導に関する基本的な考え方 

良好な都市景観の形成及び風致の維持を図るため、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件

の形態意匠は、周囲の建築物等の形態意匠や周辺の景観に十分配慮します。 

また、その管理を適正に行い、破損や老朽化等により劣化したものについては、速やかにこれらに

対する措置を講じるものとします。 

 

【屋外広告物に該当するものの例】 

・広告板（屋上、地上、壁面、突出） ・広告塔 ・小型広告版 

・アーチ ・装飾街路灯 ・店頭装飾 

・広告幕 ・立看板 ・広告旗 

・はり紙 ・はり札 ・アドバルーン 

・電柱・街路灯柱利用 ・標識利用 ・車体利用    など 

 

【屋外広告物に該当しないものの例】 

・工場、野球場、遊園地内等で、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの 

・街頭演説等ののぼり旗等一時的で、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの 

・単に光を発するもの（サーチライト、文字のない単一色の板への照明） 

・音響広告                                など 
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(3)屋外広告物の事前相談 

屋外広告物は景観法上の届出対象行為ではなく、「東京都屋外広告物条例」を基に審査・許可さ

れるものです。しかしながら、板橋区では、良好な景観の維持及び向上を図るため、屋外広告物につ

いて、「事前相談制度」を設け、屋外広告物行政との連携を図り、その適正な表示及び掲出に取り組

みます。 

 

① 事前相談の対象となる屋外広告物 

 

 

 

 

 

 

② 事前相談の手続き 

東京都屋外広告物条例第８条、第１５条又は第１６条の規定による許可の申請を行う（当該手続を

要しない行為である場合にあっては、当該行為に着手しようとする日）以前に、本計画で規定する「6.2

屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項」への適合状況につ

いて、板橋区と事前相談を行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6－1 屋外広告物に関する事前相談から表示・設置までの流れ 

■ 対象行為：屋外広告物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる 

  修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

■ 対象規模：東京都屋外広告物条例にて許可申請が必要となる屋外広告物 

東京都屋外広告物条例にて 

許可申請が必要となる屋外広告物 

それ以外の 

屋外広告物 

東京都屋外広告物条例に基づく許可申請 （屋外広告物担当窓口） 

事前相談 ／ 景観への配慮・工夫 （景観担当窓口） 

広告物の表示・設置 

適合状況につい

て、事前相談は設

けませんが、出来

る限りの景観へ

の配慮をお願い

します。 

/
I
 

_
_
_
_
_
 ＼
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6.2 屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に係る行為の制限に関する事項 

 

屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関しては、東京都屋外

広告物条例により規制、誘導を図ります。 

加えて、本区の良好な都市景観の形成及び風致の維持を図るため、屋外広告物の表示・掲出に関

する配慮事項にも配慮するものとします。 

 

景観計画区域内における屋外広告物の表示・掲出に関する基本方針 

○ 屋外広告物は、屋外広告物条例に基づく許可が必要なものはもとより、自家用及び公共広

告物などを含め、規模、位置、色彩等のデザインなどが、地域特性を踏まえた良好な景観

の形成に寄与するような表示・掲出とする。 

○ 景観基本軸や大規模な公園・緑地等の周辺では、緑や地形など地域の景観をつくる背景、

建築物や並木などの景観構成要素との調和に十分配慮し、屋外広告物を表示・掲出する。 

○ 歴史的な景観資源の周辺では、歴史的・文化的な面影や雰囲気を残す街並みなどに配慮し

て、屋外広告物を表示・掲出する。 

○ 大規模な建築物や高層の建築物における屋外広告物は、景観に対する影響が広範囲に及ぶ

場合があることなどから、表示の位置や規模等について、十分配慮する。 

○ 主要な幹線道路においては、道路修景や地域のまちづくりの機会などを捉えて、屋外広告

物の表示に関する地域ルール※を定めるなど、風格のある沿道の景観形成を進めていく。 

○ 豊かな自然が観光資源となっている地域では、街道沿いやレクリエーションエリア周辺に、

景観を阻害する野立て看板等が点在することのないよう、案内広告の集約化を図るととも

に、色彩等のデザインを自然環境と調和させる。 

○ 地域の活性化は、大規模で過剰な広告物の掲出ではなく、美しく落ち着きのある景観の形

成を始めとする地域の魅力向上が重要であるという視点に立って、地域振興やまちづくり

を進めていく。 

○ 地域特性を踏まえた、統一感のある広告物は、街並みの個性や魅力を高め、観光振興にも

効果があることから、広告物の地域ルールを活用した景観形成を積極的に進めていく。 

※ 地域ルールとは、東京都屋外広告物条例に基づく制度の通称で、地域の景観特性に応じた広告物に関するル

ールを、条例の許可基準に反映させることができる制度のこと。具体的には、「東京のしゃれた街並みづく

り推進条例における街並み景観ガイドライン」及び「広告協定（広告協定地区）」「誘導指針（広告誘導地区）」

「地区計画」などにより、地域特性に合わせたルールを定めることが可能である。 

 

(1)一般地域内における屋外広告物の表示・掲出に関する配慮事項 

区分 配慮事項 

配置・規模 

・道路や河川、公園などの公共空間からの見え方に配慮する。 

・できる限りの集約化と小規模化を図り、圧迫感、威圧感を極力与えないよ

う、また周辺の景観を阻害しないように配慮する。 

形態・意匠 

・建築物と調和した形態・意匠となるように配慮する。 

・広告物に光源を利用する場合は、過度に点滅する光源（光源の動き、色の

変化のあるものを含む）や派手な照明は避けるように配慮する。 

素材・色彩 ・高彩度色や蛍光色の使用を避けるなど、周辺景観との調和に配慮する。 
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(2)景観形成重点地区における基準 

景観形成重点地区における屋外広告物の表示については、東京都屋外広告物条例に定める一般

的な基準に加えて、以下に定める基準によるものとします。 

 

① 板橋崖線軸地区 

板橋区を横断する豊かな自然地形と緑の景観を保全するため、崖線の周辺において良好な景観を

形成し、緑の眺望を保全します。 

 

 

 

 

 

〈板橋崖線軸地区における屋外広告物の基準〉 

区  分 表示等の制限に関する配慮事項 

配  置 ・道路や公園などの公共空間からの見え方に配慮する。 

・建物の屋上に広告物を表示または設置する場合には、崖線の眺望・見晴

らしを阻害しないように配慮する。 

規  模 ・崖線稜線部の樹林地（想定 12ｍ程度）を超える高さには、広告物を表示

または設置しないように努める。 

・また、広告物の設置により、広告物を含む建築物・工作物の高さが、崖

線稜線部の樹林地（想定 12ｍ程度）を超えないように努める。 

・できる限りの集約化と小規模化を図り、圧迫感、威圧感を極力与えない

よう、また周辺の景観を阻害しないように配慮する。 

形態・意匠 ・建築物と調和した形態・意匠となるように配慮する。 

・広告物に光源を利用する場合は、過度に点滅する光源（光源の動き、色

の変化のあるものを含む）や派手な照明は避けるように配慮する。 

素材・色彩 ・高彩度色や蛍光色の使用を避けるなど、崖線や周辺景観との調和に配慮

した色彩とする。 

緑  化 ・独立広告塔など、地面に設置される広告物については、基礎部分をでき

る限り緑化し、崖線との緑の連続性に配慮する。 

 

■ 表示等を制限する範囲（規制範囲） ：板橋崖線軸地区の全区域を規制範囲とします。 

■ 屋外広告物の表示等の制限に関する基準：表示等に当たっては、下表に定める基準による 

                     ものとします。 



 
  

 
 6-5 

 

東京都屋外広告物

条例での位置づけ 
掲出可能な屋外広告物の種類※ 

禁止区域 
自家用広告物や公共的目的をもっ

て表示するものなど 

許可区域 
東京都屋外広告物条例または、同

施行規制の許可基準に従うもの 

※掲出可能な屋外広告物の種類の詳細については、東京都屋外広告物条例を参照のこと 

図 6－2 板橋崖線軸地区における屋外広告物に対する考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東京都屋外広告物条例の許可区域は特別区の区域すべてである。 

そのうち、本図では、板橋区景観計画の景観形成重点地区（板橋崖線軸地区）内のみについて記載している。 

また、許可区域の中でも、学校・病院・官公署等の敷地や墓地・社寺・公園などについては、禁止区域となる。 

 （いずれも詳細は、東京都屋外広告物条例を参照のこと） 

図 6－3 東京都屋外広告物条例における板橋崖線軸地区の区域指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※屋外広告物のしおり（東京都）をもとに作成 

図 6－4 東京都屋外広告物条例における都市高速道路沿道の規制 
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本計画における対応 

掲出可能な屋外広告物は、板橋崖

線軸地区における屋外広告物の

基準（P6-4）に従うものとする 
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② 石神井川軸地区 

石神井川沿いの桜並木や緑と調和した景観を形成するため、桜並木や緑との連続性に配慮し、水

と緑のうるおいある景観を形成します。 

 

 

 

 

〈石神井川軸地区における屋外広告物の基準〉 

区  分 表示等の制限に関する配慮事項 

配  置 ・石神井川沿いの歩道や対岸、橋梁などからの見え方に配慮する。 

・建物の屋上に広告物を表示または設置する場合には、石神井川沿いの

桜並木から突出しないように配慮する。 

規  模 ・周辺の街並みから突出する大きさとならないように努める。 

・できる限りの集約化と小規模化を図り、圧迫感、威圧感を極力与えな

いよう、また周辺の景観を阻害しないように配慮する。 

形態・意匠 ・建築物と調和した形態・意匠となるように配慮する。 

・広告物に光源を利用する場合は、過度に点滅する光源（光源の動き、

色の変化のあるものを含む）や派手な照明は避けるように配慮する。 

素材・色彩 ・高彩度色や蛍光色の使用を避けるなど、石神井川沿いの桜並木や緑と

の調和に配慮した色彩とする。 

 

東京都屋外広告物

条例での位置づけ 
掲出可能な屋外広告物の種類※ 

禁止区域 
自家用広告物や公共的目的をもっ

て表示するものなど 

許可区域 
東京都屋外広告物条例または、同

施行規制の許可基準に従うもの 

※掲出可能な屋外広告物の種類の詳細については、東京都屋外広告物条例を参照のこと 

図 6－5 石神井川軸地区における屋外広告物に対する考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※東京都屋外広告物条例の許可区域は特別区の区域すべてである。 

そのうち、本図では、板橋区景観計画の景観形成重点地区（石神井川軸地区）内のみについて記載している。 

 また、許可区域の中でも、学校・病院・官公署等の敷地や墓地・社寺・公園などについては、禁止区域となる。 

（いずれも詳細は、東京都屋外広告物条例を参照のこと） 

 

■ 表示等を制限する範囲（規制範囲） ：石神井川軸の区域内全域を規制範囲とします。 

■ 屋外広告物の表示等の制限に関する基準：表示等に当たっては、下表に定める基準による 

 ものとします。 

本計画における対応 

掲出可能な屋外広告物は、石神井

川軸地区における屋外広告物の

基準（P6-6）に従うものとする 

図 6－6 東京都屋外広告物条例における石神井川軸地区の区域指定状況 
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③ 加賀一・二丁目地区 

石神井川沿いの桜並木や緑と調和しつつ、医療、文教、研究施設や住宅が立地する職住が近接し

た地区として、加賀の品格にふさわしい街並みと水と緑のうるおいある景観を形成します。 

 

 

 

 

〈加賀一・二丁目地区における屋外広告物の基準〉 

区  分 表示等の制限に関する配慮事項 

配  置 ・道路や公園などの公共空間からの見え方に配慮する。 

規  模 ・周辺の街並みから突出する大きさとならないように努める。 

・できる限りの集約化と小規模化を図り、圧迫感、威圧感を極力与えな

いよう、また周辺の景観を阻害しないように配慮する。 

形態・意匠 ・建築物と調和した形態・意匠となるように配慮する。 

・広告物に光源を利用する場合は、過度に点滅する光源（光源の動き、

色の変化のあるものを含む）や派手な照明は避けるように配慮する。 

素材・色彩 ・高彩度色や蛍光色の使用を避けるなど、石神井川沿いの桜並木や地区

内の緑との調和した色彩とする。 

 
東京都屋外広告物

条例での位置づけ 
掲出可能な屋外広告物の種類※ 

禁止区域 
自家用広告物や公共的目的をもっ

て表示するものなど 

許可区域 
東京都屋外広告物条例または、同

施行規制の許可基準に従うもの 

※掲出可能な屋外広告物の種類の詳細については、東京都屋外広告物条例を参照のこと 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 表示等を制限する範囲（規制範囲） ：加賀一・二丁目地区の区域内全域を規制範囲と 

 します。 

■ 屋外広告物の表示等の制限に関する基準：表示等に当たっては、下表に定める基準による 

 ものとします。 

本計画における対応 

掲出可能な屋外広告物は、加賀

一・二丁目地区における屋外広告

物の基準（P6-7）に従うものとす

る 

※東京都屋外広告物条例の許可区域は特別区の区域すべて

である。 

そのうち、本図では、板橋区景観計画の景観形成重点地区

（加賀一・二丁目地区）内のみについて記載している。 

 また、許可区域の中でも、学校・病院・官公署等の敷地や

墓地・社寺・公園などについては、禁止区域となる。 

 さらに、道路、鉄道の路線用地なども禁止区域となってい

るので、いずれも詳細は、東京都屋外広告物条例を参照の

こと。 

図 6－7 加賀一・二丁目地区における屋外広告物に対する考え方 

※本章では、加賀一・二丁目地区内であっても、

「石神井川軸地区」内での屋外広告物の設置

の際は、「石神井川軸地区」(P6-6)の配慮事項

を適用するものとします。 

図 6－8 東京都屋外広告物条例における加賀一・二丁目地区の区域指定状況 

 

 

石神井川軸地区 
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④ 常盤台一丁目・二丁目地区 

  

みどりにあふれ閑静な低層住宅地の良好な景観に配慮しつつ、駅前のにぎわいとも調和のとれた

常盤台らしい景観を形成します。 

 

 

 

 

〈常盤台一丁目・二丁目地区における屋外広告物の基準〉 

区  分 表示等の制限に関する配慮事項 

配  置 ・道路や公園などの公共空間からの見え方に配慮する。 

規  模 ・周辺の街並みから突出する大きさとならないように努める。 

・できる限りの集約化と小規模化を図り、圧迫感、威圧感を極力与えな

いよう、また周辺住宅地の景観を阻害しないように配慮する。 

形態・意匠 ・建築物と調和した形態・意匠となるように配慮する。 

・広告物に光源を利用する場合は、過度に点滅する光源（光源の動き、

色の変化のあるものを含む）や派手な照明は避けるように配慮する。 

素材・色彩 ・高彩度色や蛍光色の使用を避けるなど、地区内の緑との調和した色彩

とする。 

 
東京都屋外広告物

条例での位置づけ 掲出可能な屋外広告物の種類※ 

禁止区域 
自家用広告物や公共的目的をもっ

て表示するものなど 

許可区域 
東京都屋外広告物条例または、同

施行規制の許可基準に従うもの 

※掲出可能な屋外広告物の種類の詳細については、東京都屋外広告物条例を参照のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 表示等を制限する範囲（規制範囲） ：常盤台一丁目・二丁目地区の区域内全域を規制  

範囲とします。 

■ 屋外広告物の表示等の制限に関する基準：表示等に当たっては、下表に定める基準による 

 ものとします。 

本計画における対応 

掲出可能な屋外広告物は、常盤台

一丁目・二丁目地区における屋外

広告物の基準（P6-8）に従うもの

とする 

※東京都屋外広告物条例の許可区域は特別

区の区域すべてである。 

そのうち、本図では、板橋区景観計画の景

観形成重点地区（常盤台一丁目・二丁目地

区）内のみについて記載している。 

 また、許可区域の中でも、学校・病院・官

公署等の敷地や墓地・社寺・公園などにつ

いては、禁止区域となる。 

 さらに、道路、鉄道の路線用地なども禁止

区域となっているので、いずれも詳細は、

東京都屋外広告物条例を参照のこと。 

図 6－9 常盤台一丁目・二丁目地区における屋外広告物に対する考え方 

図 6－10 東京都屋外広告物条例上の指定状況 

凡例 

 禁止区域 

 
 

許可区域 

 

 

/
 常盤台小学校
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⑤ 板橋宿不動通り地区 

旧中山道沿いの歴史を感じられる良好な景観に配慮しつつ、商店街のにぎわいとも調和のとれた

不動通りらしい景観を形成します。 

 

 

 

 

〈板橋宿不動通り地区における屋外広告物の基準〉 

区  分 表示等の制限に関する配慮事項 

配  置 ・道路や公園などの公共空間からの見え方に配慮する。 

規  模 ・できる限りの集約化と小規模化を図り、圧迫感、威圧感を極力与えな

いよう、また周辺住宅地の景観を阻害しないように配慮する。 

・看板などの屋外広告物は、周辺の看板などの高さ、位置を揃えるなど、 

まとまりのある街並みの形成に努める。 

形態・意匠 ・建築物と調和した形態・意匠となるように配慮する。 

・広告物に光源を利用する場合は、過度に点滅する光源（光源の動き、

色の変化のあるものを含む）や派手な照明は避けるように配慮する。 

素材・色彩 ・外壁の色彩との調和や宿場町らしさに配慮し、落ち着いた印象を与え

るデザインに統一するよう努める。 

 

東京都屋外広告物

条例での位置づけ 掲出可能な屋外広告物の種類※ 

禁止区域 
自家用広告物や公共的目的をもっ

て表示するものなど 

許可区域 
東京都屋外広告物条例または、同

施行規制の許可基準に従うもの 

※掲出可能な屋外広告物の種類の詳細については、東京都屋外広告物条例を参照のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 表示等を制限する範囲（規制範囲） ：板橋宿不動通り地区の区域内全域を規制  

範囲とします。 

■ 屋外広告物の表示等の制限に関する基準：表示等に当たっては、下表に定める基準による 

 ものとします。 

本計画における対応 

掲出可能な屋外広告物は、板橋宿

不動通り地区における屋外広告

物の基準（P6-9）に従うものとす

る 

※東京都屋外広告物条例の許可区域は特別

区の区域すべてである。 

そのうち、本図では、板橋区景観計画の景

観形成重点地区（板橋宿不動通り地区）内

のみについて記載している。 

 また、許可区域の中でも、学校・病院・官

公署等の敷地や墓地・社寺・公園などにつ

いては、禁止区域となる。 

 さらに、道路、鉄道の路線用地なども禁止

区域となっているので、いずれも詳細は、

東京都屋外広告物条例を参照のこと。 

図 6－10 板橋宿不動通り地区における屋外広告物に対する考え方 

図 6－11 東京都屋外広告物条例上の指定状況 

凡例 
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参考資料 



 
 

 
 参－1 

色彩基準の参考資料 

【参考-1：一般地域の外壁基本色の色彩基準のイメージ】 

※水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－2 

【参考-2：一般地域の外壁強調色の色彩基準のイメージ】 

※黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 

※外壁各面の 1/5 以下で使用可能とする 
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 参－3 

【参考-3：板橋崖線軸地区における 

建築物等の一定規模（12m未満）部分に対する色彩基準のイメージ】 

 

《外壁基本色》 

※水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－4 

《強調色》 

※黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－5 

【参考-4：板橋崖線軸地区における 

建築物・工作物の高さ 12ｍ以上の部分に対する色彩基準のイメージ】 

《外壁基本色》 

※水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－6 

《強調色》 

※黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－7 

【参考-5：石神井川軸地区における 

建築物等の一定規模（12ｍ未満）部分に対する色彩基準のイメージ】 

 

《外壁基本色》 

※水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－8 

《強調色》 

※黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－9 

【参考-6：石神井川軸地区における 

建築物・工作物の高さ 12ｍ以上の部分に対する色彩基準のイメージ】 

 

《外壁基本色》 

※ 水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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《強調色》 

※ 黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－11 

【参考-7：加賀一・二丁目地区（共通基準）における 

建築物等の一定規模（12ｍ未満）部分に対する色彩基準のイメージ】 

 

《外壁基本色》 

※水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－12 

《強調色》 

※黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－13 

【参考-8：加賀一・二丁目地区（共通基準）における 

建築物・工作物の高さ 12ｍ以上の部分に対する色彩基準のイメージ】 

 

《外壁基本色》 

※水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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《強調色》 

※黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－15 

【参考-9：加賀一・二丁目地区（石神井川沿い基準）における 

建築物等の一定規模（12ｍ未満）部分に対する色彩基準のイメージ】 

 

《外壁基本色》 

※水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－16 

《強調色》 

※黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－17 

【参考-10：加賀一・二丁目地区（石神井川沿い基準）における 

建築物・工作物の高さ 12ｍ以上の部分に対する色彩基準のイメージ】 

 

《外壁基本色》 

※水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－18 

《強調色》 

※黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－19 

【参考-11：常盤台一丁目・二丁目地区（ときわ台駅前商業地及び駅前以外の商業地基準） 

における建築物・工作物の部分に対する色彩基準のイメージ】 

 

《外壁基本色》 

※水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－20 

《強調色》 

※黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－21 

【参考-12：常盤台一丁目・二丁目地区（中層住宅地及び低層住宅地基準）における 

建築物・工作物の部分に対する色彩基準のイメージ】 

 

《外壁基本色》 

※水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－22 

《強調色》 

※黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－23 

【参考-13：板橋宿不動通り地区の外壁基本色の色彩基準のイメージ】 

※水色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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《強調色》 

※黄色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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【参考-14：アクセント色の色彩基準のイメージ（一般地域・景観形成重点地区共通）】 
※赤色で囲っている範囲が使用可能な色彩範囲 
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 参－26 

その他 参考資料 

【参考-15 景観重要建造物・景観重要樹木に活用可能な支援事業例】 

支援事業 所管 概要 

①歴史的環境形成総

合支援事業 

国土交通省 

都市・地域整備局 

・ 歴史的風致地区維持向上計画の重点区域にある景観重要建

造物のコア事業（復原、修理、買取、移設）、付帯事業（周

辺施設の整備、ソフト事業）に対する補助 

②景観形成総合支援

事業 

国土交通省 

都市・地域整備局 

・ 国土交通大臣が同意した外客誘致法に基づく外客来訪促進

地域で、景観法に基づく景観重要建造物の修理・買取・移

転、外観修景などに対する補助、景観法に基づく景観重要

樹木の枯損・倒状防止措置・買取に対する補助 

 

【参考-16 景観重要公共施設に活用可能な支援事業例】 

支援事業 所管 概要 

①景観形成総合支援

事業 

国土交通省 

都市・地域整備局 

・ 外客誘致法に基づく外客来訪促進地域かつ、景観重要建造

物または景観重要樹木が存する地域における、公共公益施

設の高質化等に対する支援 

②景観形成事業推進

費 

国土交通省 

都市・地域整備局 

・ 景観計画にて規定する事業や法令に基づく景観に係る規制

の対象となる地域等において行われる事業を対象とし、良

好な景観の形成とこれによる観光立国の推進にも資する事

業について支援 

③都市再生整備計画

事業 

国土交通省 

都市・地域整備局 
・ 都市再生整備計画に位置づけられた事業に対する交付金 

④街なみ環境整備事

業 

国土交通省 

住宅局 

・ 1ha 以上の街なみ環境整備促進区域で位置づけられた道路

（道路・歩道の美装化、道路植栽等）、公園（ポケットパー

ク、多目的広場等）の整備費に対する支援 

⑤街路事業に関する

予算支援 

国土交通省 

都市・地域整備局 

・ 街が持つそれぞれの歴史、異なる風土により、単なる美し

さを超えた街の表情を創出するために行う必要なグレード

アップに対する支援 

⑥身近なまちづくり

支援街路事業 

国土交通省 

都市・地域整備局 

・ テーマをもってまちづくりに取り組もうとする地区を対象

とした街路事業（幹線街路、駅前広場、ポケットパーク、

街路緑化など）の整備費に対する支援 

⑦河川環境整備事業 
国土交通省 

水管理・国土保全局 

・ 水環境整備事業・河川浄化事業、自然再生事業、河川利用

推進事業に対する支援 

⑧ふるさとの川整備

事業 

国土交通省 

水管理・国土保全局 

・ 河川本来の自然環境、周辺の景観や地域整備に調和した良

好な水辺空間形成のための事業 

⑨桜づつみモデル事

業 

国土交通省 

水管理・国土保全局 

・ 河川とその周辺の自然的・社会的・歴史的環境などとの関

連から、河川の緑化を推進する必要のある区間について、

堤防の強化を図るとともに桜などを植樹して積極的に良好

な水辺空間の形成を図る事業 

⑩都市公園整備に係

る補助 

国土交通省 

都市・地域整備局 

・ 都市公園事業費補助、緑地環境整備総合支援事業など、都

市公園の整備、古都および緑地保全事業等に対する支援 
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■用語集 

・景観法 

我が国で初めての景観についての総合的な法律であり、平成 16 年 6 月 18 日に公布されま

した。 

 

・景観計画 

景観行政団体が、景観法の手続きに従って定める「良好な景観の形成に関する計画」のこと

です。 

景観計画では、景観法に基づき、「景観計画の区域」、「良好な景観の形成に関する方針」、「良

好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」、「景観重要建造物又は景観重要樹木の指定

の方針」のほか、必要に応じて、「屋外広告物の表示等に関する事項」、「景観重要公共施設の整

備等に関する事項」などを定めることができます。 

板橋区景観計画は、板橋区における景観形成の基本的な方向性を示すとともに、景観法に基

づく諸制度を活用した施策を示す、景観形成に関する総合的な計画です。 

 

・景観条例 

景観計画に定める事項や施策など、景観行政を実施するために必要な事項を定める条例です。 

板橋区では、良好な景観の形成を目的とした景観施策の実効性を高めるため、届出対象の行

為などの景観法に基づく事項のほか、事前協議や景観審議会の設置など区独自の事項を定めて

います。 

 

・景観行政団体 

景観計画の策定など、景観法に基づく諸施策を実施することができる地方公共団体のことで

す。 

 

・景観計画区域 

景観計画の対象とする範囲のことです。 

板橋区においては、区全域が景観計画区域になっています。 

 

・景観形成重点地区 

景観計画区域の中でも、特に良好な景観の形成を図る必要があると認める区域のことです。 

景観形成重点地区では、その地区の特性を生かした景観形成を進めるために、地区独自の景

観形成の方針、景観形成基準、届出の対象とする行為や規模を定めます。 

 

・一般地域 

景観計画区域における、景観形成重点地区以外の地域のことです。 
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・景観重要建造物 

景観法に基づく制度の一つで、景観計画区域内に存在し、良好な景観の形成に重要な建造物

として指定されたものです。 

景観重要建造物に指定された場合、現状変更にあたり許可が必要となります。 

 

・景観重要樹木 

景観法に基づく制度の一つで、景観計画区域内に存在し、良好な景観の形成に重要な樹木と

して指定されたものです。 

景観重要樹木に指定された場合、伐採などにあたり許可が必要となります。 

 

・景観重要公共施設 

景観法に基づく制度の一つで、景観計画区域における、良好な景観の形成に重要な道路・河

川などの公共施設で、管理者の同意を得て指定されたものです。 

景観重要公共施設の管理者は、景観重要公共施設の整備に関する事項などに基づいた、整備。

管理等を行うことになります。 

 

・景観法に基づく届出制度 

景観法に基づく景観行政団体があらかじめ定めた届出対象行為に対する届出内容が、景観計

画に適合しているかを審査する制度です。届出対象行為に該当する建築行為や開発行為等の着

手前には、届出が必要になります。 

なお、計画内容が景観計画に適合しないと判断した場合には、地域の良好な景観形成に資す

るよう協議、指導・勧告、変更命令等を行います。 

 

・届出対象行為 

届出制度において、届出の対象となる建築物の建築や工作物の建設などの行為の総称です。 

一般地域と景観形成重点地区では、届出対象行為及びその規模が異なります。 

 

・マンセル表色系 

色彩を系統立てて配列し、標準化した表現方法のひとつです。 

（財）日本産業規格「JIS Z 8721 色の表示方法－色の 3 属性による表示」として採用

されており、色を、色相（色あい）・明度（明るさ）・彩度（鮮やかさ）の３つの属性により体

系的に表したものです。 

マンセル表色系で表現される色彩の値のことをマンセル値と言います。 

 

・崖線 

学術的には、段丘の縁端に沿って崖状の斜面が連続している地形を崖線と言います。 

本計画においては、板橋区内を東西に横断している武蔵野台地と荒川低地の間に連続する崖

及びその周囲の広がる豊かな樹林地を総称し、崖線と呼びます。 
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